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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (百万円) 44,769 43,242 43,324 43,299 44,344

経常利益 (百万円) 1,904 2,375 1,316 2,442 2,612

当期純利益 (百万円) 4,581 781 740 1,141 1,393

包括利益 (百万円) ― ― ― ― 1,265

純資産額 (百万円) 26,616 26,673 26,751 27,691 28,510

総資産額 (百万円) 39,031 37,097 36,299 36,946 37,719

１株当たり純資産額 (円) 528.51 529.74 532.19 559.15 575.75

１株当たり

当期純利益金額
(円) 90.96 15.53 14.72 22.75 28.14

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.2 71.9 73.7 75.0 75.6

自己資本利益率 (％) 18.7 2.9 2.8 4.2 5.0

株価収益率 (倍) 3.5 14.0 12.8 9.1 6.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 586 1,952 232 3,986 1,769

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 7,708 △1,225 △1,137 △171 △1,290

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △6,068 △1,470 △532 △1,551 △627

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円) 4,412 3,668 2,234 4,499 4,350

従業員数

(ほか、平均臨時

雇用者数)

(人)
319

(154)

319

(145)

316

(126)

314

(137)

310

(140)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第80期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (百万円) 30,405 28,748 28,442 29,614 30,253

経常利益 (百万円) 1,491 1,971 1,109 2,139 2,053

当期純利益 (百万円) 4,426 591 576 948 1,086

資本金 (百万円) 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004

発行済株式総数 (株) 50,387,94850,387,94850,387,94850,387,94850,387,948

純資産額 (百万円) 26,789 26,815 26,828 27,448 27,995

総資産額 (百万円) 35,625 34,448 33,718 34,084 34,568

１株当たり純資産額 (円) 531.94 532.55 533.73 554.23 565.36

１株当たり配当額

(うち、１株当たり

中間配当額)

(円)
6.00

(―)

6.00

(―)

6.00

(―)

9.00

(―)

6.00

(―)

１株当たり

当期純利益金額
(円) 87.88 11.75 11.47 18.92 21.94

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 75.2 77.8 79.6 80.5 81.0

自己資本利益率 (％) 17.9 2.2 2.2 3.5 3.9

株価収益率 (倍) 3.6 18.6 16.5 10.9 8.6

配当性向 (％) 6.8 51.1 52.3 47.6 27.3

従業員数

(ほか、平均臨時

雇用者数)

(人)
142

(46)

138

(34)

131

(17)

131

(25)

126

(25)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第80期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。

４　第83期の１株当たり配当額には、創立60周年記念配当３円を含んでおります。　
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２【沿革】
年次 沿革

昭和25年６月 資本金450万円をもって東京都中央区木挽町にて会社設立

11月 豊洲工場操業開始、日産溶糖能力124トン

27年４月 当社精製上白糖が東京砂糖取引所の上場銘柄標準品の指定を受ける

28年７月 本社を東京都中央区日本橋小網町に移転

30年11月株式を東京証券取引所店頭に公開

36年10月株式を東京証券取引所市場第二部に上場

41年11月豊洲工場合理化・増設工事完了、日産溶糖能力2,004トン

47年12月ドゥ・スポーツプラザ晴海（東京都江東区）営業開始

48年６月 雪印乳業㈱、㈱上組との合弁で、日本ポート産業㈱（現・関連会社）設立

12月 ニューポート産業㈱（現・連結子会社）設立

49年４月 ドゥ・スポーツプラザ新宿（東京都新宿区）営業開始

59年12月代理店日新カップ㈱（現・連結子会社）の株式取得

62年７月 新豊食品㈱（現・連結子会社）設立

平成４年６月 日新余暇開発㈱（現・連結子会社）設立

12年11月東日本製糖㈱（現・新東日本製糖㈱・関連会社）の株式を取得し、大日本明治製糖㈱との折半出資

の合弁会社とする

13年４月 日新カップ㈱を総販売元とする

14年３月 千葉工場（物流センター、ガムシロップ工場・研究開発棟）新設

６月 豊洲工場閉鎖

７月 新東日本製糖㈱における大日本明治製糖㈱との精製糖等の共同生産開始

15年４月 新光製糖㈱と精製糖等の生産・販売に関する業務提携基本契約締結

18年９月 ドゥ・スポーツプラザ晴海（東京都江東区）閉鎖

10月 ドゥ・スポーツプラザ豊洲（東京都江東区）営業開始

20年３月 ドゥ・スポーツプラザ新宿（東京都新宿区）閉鎖

10月 ドゥ・スポーツプラザ南砂町（東京都江東区）営業開始 

21年１月 ドゥ・スポーツプラザ上里（埼玉県児玉郡）営業開始 

22年１月 ドゥ・スポーツプラザ羽生（埼玉県羽生市）営業開始 

23年５月　 新光製糖㈱と経営統合に関する覚書締結ならびに共同持株会社設立のための株式移転計画書を作成
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、子会社６社および関連会社６社により構成されており、砂糖の製造販売を中心とする砂糖

その他食品事業を主な内容とし、その他にスポーツクラブの経営等の健康産業事業等を行っております。

　当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

　

(砂糖その他食品事業)

　当社は砂糖の精製・販売を行っており、関連会社新東日本製糖㈱に精製糖等の製造を委託し、製品の一部を子会

社新豊食品㈱にて包装・加工し、販売会社である子会社日新カップ㈱を通じて販売しております。日新カップ㈱

はこのほか、糖化製品等の仕入・販売を行っております。また、その他の関係会社住友商事㈱を通じ、製品の販売

および原材料、商品の仕入を行っております。

(健康産業事業)

　当社および子会社日新余暇開発㈱は、『ドゥ・スポーツプラザ』ブランドで、スポーツクラブやスイミングス

クールを運営するとともに、関連事業を行っております。

(その他)

子会社ニューポート産業㈱および関連会社日本ポート産業㈱は、冷蔵倉庫業・港湾運送業等の物流事業を、子

会社日新サービス㈱は、包装資材およびこれに関連する合成樹脂等販売事業を、また、当社は店舗等の不動産賃貸

事業をそれぞれ行っております。

　

　以上に述べた事項の概要図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
[被所有]割合
(％)

関係内容

(連結子会社)            

日新カップ㈱

(注)３、４

東京都

中央区
340

砂糖その他

食品事業
100.0

当社製品の販売先、不動産の賃貸、

資金融資、同社の商品仕入債務に

対する保証、役員の兼任４名

新豊食品㈱

(注)３

千葉県

千葉市
90

砂糖その他

食品事業
100.0

当社製品の包装・加工、不動産の

賃貸、役員の兼任３名

日新余暇開発㈱
群馬県

高崎市
90健康産業事業 100.0資金融資、役員の兼任２名

ニューポート産業㈱

(注)３

千葉県

千葉市
900

冷蔵倉庫事業

港湾運送事業

　

100.0
不動産の賃貸、資金融資、役員の兼

任４名

日新サービス㈱
東京都

中央区
90

合成樹脂等

販売事業
100.0

資金融資、同社の商品仕入債務に

対する保証、役員の兼任４名

(持分法適用関連会社)            

新東日本製糖㈱
千葉県

千葉市
6,174

砂糖その他

食品事業
50.0

当社製品の製造、同社の金融機関

借入金に対する保証、役員の兼任

６名

新中糖産業㈱

(注)５

沖縄県

中頭郡

西原町　

457
砂糖その他

食品事業
28.9役員の兼任１名

日本ポート産業㈱
兵庫県

神戸市
500

冷蔵倉庫事業

港湾運送事業

　

40.0不動産の賃貸、役員の兼任３名

(その他の関係会社)            

住友商事㈱

(注)５

東京都

中央区
219,278総合商社

[ 20.4 ]

[ (0.6)]

当社製品の販売先および原材料、

商品の仕入先

　（注）１　「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称等を記載しております。

２　「議決権の所有[被所有]割合」欄の(内書)は間接所有であります。

３　特定子会社であります。

４　売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えておりますが、当

該連結子会社は、セグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高ま

たは振替高を含む)の割合が100分の90を超えておりますため、主要な損益情報等の記載を省略しておりま

す。

５　有価証券報告書の提出会社であります。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

砂糖その他食品事業     150  (104)

健康産業事業 　   48   (32)

報告セグメント計　 198　(136)　

その他     61    (4)

全社(共通) 51   (―)

合計    310  (140)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３　全社(共通)として記載されている従業員数は、当社本社の総務、財務等の管理部門に所属しているものであり

ます。

　

(2) 提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

     126 (25)  44.0     21.2 7,068,991

　

セグメントの名称 従業員数(人)

砂糖その他食品事業     35   (―)

健康産業事業 　   40   (25)

報告セグメント計　 75 　(25)　

その他     ―   (―)

全社(共通) 51   (―)

合計    126   (25)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

４　全社(共通)として記載されている従業員数は、総務、財務等の管理部門に所属しているものであります。

　

(3) 労働組合の状況

　当連結会社において労働組合は結成されておらず、また創業以来現在に至るまで労使間に争議その他の紛争を生

じたことはありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　当連結会計年度におけるわが国の経済につきましては、政府の経済対策効果や新興国への輸出増加により緩やかな

回復をみせていましたが、急激な円高や長期化するデフレなどから、回復基調にあった景気の先行きに懸念が強まっ

ております。さらに、本年３月に発生した東日本大震災による影響も危惧されます。

　当社グループの主力事業であります精糖業界の状況は、個人消費の低迷、嗜好の変化等により、依然として市場をめ

ぐる激しい競争が続いております。

　海外原糖市況につきましては、ニューヨーク市場現物相場において１ポンド当たり19.97セントで始まり、主要生産

国ブラジルの増産見通しや世界的信用不安を背景に、今期安値となる18.07セントをつけましたが、世界的な天候異

変による各国の減産懸念が強まり、世界の砂糖生産見通しが不透明となったことなどから値を上げ、11月に今期高値

となる39.65セントまで上昇しました。その後も、市況にアナウンスされる材料に反応して乱高下を重ね、31.58セン

トにて当期を終了いたしました。 

　一方、国内精糖市況（日本経済新聞掲載、東京）は、上白糖１㎏当たり182～183円で始まりましたが、高値で推移し

ていた海外原糖市況が一時下落したことを反映し、７月初旬に６円下げて176～177円となりました。その後、さとう

きびの不作と世界的な砂糖消費の増加による海外原糖市況の上昇に伴う原料高騰から10月に６円、12月に７円と合

計13円切り上げ189～190円となりそのまま当期を終了いたしました。

　当連結会計年度の売上高は44,344百万円（前期比2.4%増）、営業利益は2,524百万円（同11.9%増）、経常利益は

2,612百万円（同6.9%増）となりました。また、当期純利益は1,393百万円（同22.1%増）となりました。

 

 セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

①砂糖その他食品事業 

　主力の精製糖においては、採算重視の販売政策のもと、変化するマーケットニーズへの柔軟な対応を心がけた販

売活動を行いました。業務用製品は期初こそ食品全般の荷動き不振から出荷が滞りましたが、夏季の猛暑により飲

料等の需要が増大しました。秋以降も先高の見通しによる買いも入り、通期の出荷量は前年を上回りました。一方、

家庭用製品は特売の減少や家庭内調理行動の変化により、出荷量は前年を下回る結果となりました。そのなかに

あって当社独自製品である「きび砂糖」は、消費者の幅広い支持を得て前年を大きく上回る好調な実績となりま

した。精製糖以外のその他の甘味料では、猛暑の影響もあり、果糖、ガムシロップが前年を大きく上回る出荷実績と

なりました。

　その結果、売上高は38,972百万円（前期比2.4%増）、営業利益は3,513百万円（同3.9%増）となりました。

②健康産業事業 

　フィットネス業界では、ここ数年若年層を中心として利用者が減少しており、会費の値下げなどの価格競争が続

いております。

　このような厳しい環境のなか、ドゥ・スポーツプラザにおきましては、地域に密着したクラブ運営を推進し、新規

会員の入会促進のための様々なキャンペーンの実施や、既存会員に対する新プログラムの提供などのサービスの

向上に努めました。また、これまで順調に推移しているスクール部門にも注力し運営いたしました。

　その結果、売上高は1,964百万円（前期比4.0%増）、営業損失は19百万円（前期は133百万円の営業損失）となり

ました。

③その他の事業 

　その他の事業につきましては、冷蔵倉庫事業における畜産品の取扱高および港湾運送事業における合板などの建

材の取扱高がそれぞれ増加しました。合成樹脂等販売事業におきましては、主力の合成樹脂において、安価な海外

製品の輸入増の影響により取扱高が減少しました。

　その結果、売上高は3,407百万円（前期比1.3%増）、営業利益は203百万円（同0.7%増）となりました。
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(2) キャッシュ・フロー

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,769百万円の収入（前期比2,217百万円減少）となりました。主な収入は、

税金等調整前当期純利益2,421百万円および減価償却費515百万円であります。また、主な支出は、法人税等の支払額

又は還付額1,024百万円およびたな卸資産の増加額317百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、1,290百万円の支出（前期は171百万円の支出）となりました。主な収入は

譲渡性預金の払戻による収入3,200百万円であり、主な支出は譲渡性預金の預入による支出4,300百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、627百万円の支出（前期は1,551百万円の支出）となりました。主な支出は、

配当金の支払額445百万円であります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末より148百万円減少し、4,350百万円となりました。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

前年同期比(％)

砂糖その他食品事業（百万円） 19,766 102.0

　 (注) １　生産高は、主として関連会社新東日本製糖㈱への委託生産によるものであります。

２　金額は製造原価によっており、内部取引額を除いております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

　生産は原則として見込み生産であり、少量の受託加工を除き受注生産は行っておりません。

　

(3) 販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

前年同期比(％)

砂糖その他食品事業（百万円） 38,972 102.4

健康産業事業（百万円） 1,964 104.0

報告セグメント計（百万円）　 40,936 102.5

その他（百万円） 3,407 101.3

合計（百万円） 44,344 102.4

　 (注) １　セグメント間取引については相殺消去しております。

        ２　最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

佐藤㈱ 4,529 10.5 4,356 9.8

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　当社の主力事業である精糖事業においては、わが国によるＷＴＯ（世界貿易機関）における農業交渉、ＦＴＡ（自

由貿易協定）・ＥＰＡ（経済連携協定）締結交渉あるいはＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）参加協議な

ど、精糖業界をめぐる国境措置低減の動き、ならびにわが国の少子高齢化や甘味離れによる国内砂糖需要の漸減と

いった国内精糖事業に関する経営環境の変化が予測されております。

　一方、海外では人口の増加に加え、新興国の経済発展による食生活の変化から、アジアを中心に砂糖需要は伸び続

けており、今後、海外市場での展開が求められる環境になりつつあります。 

　こうした状況の下、当社は、平成15年より業務提携関係にありました新光製糖株式会社と、国内の企業基盤を強化

し、両社の経営資源を一体的に活用することで一層の企業価値向上を図ることを目的に、共同持株会社設立による

経営統合を行うことを決定いたしました。

　今後は、以下に示すようなシナジー効果を追求してまいります。

① 販売効率向上

「カップ印」ブランドへの統一、ならびに効率的な販売体制を整備

② 生産効率向上

両社の生産設備を一体運営することによる生産体制安定化と生産効率向上

③ 危機管理体制強化

東西生産体制確立によるリスク分散、危機管理体制強化

④ グループ横断的なコスト削減

原料、資材等の効率的購入による合理化、ならびに両社の管理部門の効率化推進、間接費削減

⑤ 研究・開発力向上

両社の研究・開発ノウハウならびに人材を結集することによる新製品等の開発力向上

　さらに、統合効果をより高めるために事業や組織の再編を進め、将来的には当社、新光製糖株式会社、共同持株会社

の早期の合併を目指してまいります。

　また、本年３月に発生した東日本大震災は、被災地に未曾有の被害をもたらすとともに、生産、原材料調達、物流、電

力供給等に多大な影響を及ぼしておりますが、当社は必需品である砂糖のメーカーとして、安定供給に一層努めて

まいります。 

　

４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のものがあり、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性があるものと考えております。なお、将来に関する事項の記載は、当連結会計年度末において判断

したものであります。

①精糖業への依存と農業政策の影響に関するもの

　当社グループは、売上高の８割以上を砂糖その他食品事業によっており、その主力製品は精製糖であります。そのた

め業績は、精製糖を取り巻く環境の影響を受けやすい構造にあります。

　精糖業界は、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」等の規制の適用を受けており、政府の農業政策に大きく

影響されます。また、ＷＴＯにおける農業交渉、ＦＴＡ・ＥＰＡ締結交渉あるいはＴＰＰ参加協議の動向は、業界に影

響を及ぼす可能性があります。

 

②精製糖生産拠点の集中に関するもの

　当社グループは、主力製品である精製糖の大部分を関連会社新東日本製糖株式会社工場にて生産しております。従

いまして、同工場が大規模地震その他の事情により操業を中断した場合、製品の生産および販売が困難となり、当社

グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③原料および精製糖の価格変動に関するもの

　精製糖の原料である輸入粗糖は、海外原糖相場と為替相場の影響を受けて仕入価格が変動します。製品の販売価格

は、これらの相場に従って変動する傾向にありますが、価格競争等の事情により、原料価格の上昇の一部または全部

を製品価格に転嫁できない状態が生じた場合、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

④新光製糖株式会社との経営統合について

　当社は、平成23年10月３日に新光製糖株式会社との共同株式移転による経営統合を予定しておりますが、例えば以

下のような経営統合に関するリスクが想定され、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

・関係当局の許認可や承認が得られない、または遅延するリスク 

・何らかの事情により、共同株式移転計画の内容が変更になるリスク 

・経済情勢の急激な悪化、金融市場の混乱等により、予定どおりに経営統合が進まないリスク 

　

５【経営上の重要な契約等】

（1） 精製糖等の共同生産に関する合弁契約

当社は、平成12年10月、大日本明治製糖株式会社および新東日本製糖株式会社との間で新東日本製糖株式会社

における精製糖等の共同生産に関する合弁契約を締結しております。

（2） 精製糖等の生産・販売に関する業務提携契約

当社は、平成15年４月、新光製糖株式会社との間で精製糖等の生産・販売に関する業務提携基本契約を締結し

ております。

（3） 経営統合に関する覚書

当社と新光製糖株式会社（以下「新光製糖」といいます。）は、平成23年６月28日（当社）および平成23年６

月23日（新光製糖）開催の両社の定時株主総会における承認を前提として、平成23年10月３日（予定）をもっ

て、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる日新製糖ホールディングス株式会社を設立（以下「本株

式移転」といいます。）することについて、平成23年５月12日に開催したそれぞれの取締役会において決議し、本

株式移転に関する「株式移転計画書」を共同で作成するとともに、両社間で「経営統合に関する覚書」を締結し

ております。

詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表（２ 財務諸表等 （１）財務諸表）注記

事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

６【研究開発活動】

当社は、総合甘味サプライヤーとしての基盤強化のため、商品企画部(砂糖その他食品事業)において、砂糖・甘

味料に関する新製品の企画開発研究ならびに既存製品の改良や生産効率の向上のための調査・研究を進めてお

り、当連結会計年度に支出した研究開発費の総額は85百万円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項の記載は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 当連結会計年度の財政状態の分析

　総資産は前期末に比べ773百万円増加し、37,719百万円となりました。現金及び預金が551百万円、有価証券が400百

万円増加しました。また、投資有価証券は時価の下落等により225百万円減少しました。

　総負債は前期末に比べ45百万円減少し、9,209百万円となりました。

　純資産は前期末に比べ818百万円増加し、28,510百万円となりました。当期純利益1,393百万円に加え、その他有価証

券評価差額金が128百万円、剰余金の配当により445百万円減少しました。この結果、当期末の自己資本比率は75.6%

（前期末比0.6ポイント増）となりました。

 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

①　売上高

当期の売上高は、44,344百万円（前期比2.4%増）となりました。砂糖その他食品事業は、販売価格の上昇など

から増収となり、健康産業事業につきましても、平成22年１月にオープンした店舗が増収に寄与いたしました。

②　営業利益

当期の営業利益は、2,524百万円（前期比11.9%増）となりました。主力の砂糖その他食品事業において、採算

重視の販売と原料費等の節減に努めた結果、増益となりました。

③　営業外損益

　当期の営業外損益は、87百万円の利益（純額）と前期比98百万円の利益減となりました。主として持分法投資利

益の減少によるものであります。

　以上の結果、経常利益は2,612百万円（前期比6.9%増）となりました。

④　特別損益

　当期の特別損益は、190百万円の損失(純額)となりました（前期は355百万円の損失）。当期は、特別損失として、

投資有価証券評価損62百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額55百万円および災害損失53百万円等を

計上いたしました。

　以上により、税金等調整前当期純利益は2,421百万円（前期比16.0%増）、当期純利益は1,393百万円（同22.1%

増）となり、１株当たり当期純利益は28.14円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析　

当連結会計年度のキャッシュ・フローは総額で148百万円の支出となり、前連結会計年度より2,412百万円の収

入減（前期は総額で2,264百万円の収入）となりました。キャッシュ・フロー減少の主な要因は次のとおりであり

ます。　

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より2,217百万円のキャッシュ減少と

なる1,769百万円の収入となりました。キャッシュ増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加334百万円で

あり、キャッシュ減少の主な要因は、たな卸資産の増減による減少1,311百万円、法人税等の支払額又は還付額によ

る減少932百万円であります。

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1,119百万円のキャッシュ減少と

なる1,290百万円の支出（前期は171百万円の支出）となりました。キャッシュ増加の主な要因は、投資有価証券の

取得による支出が219百万円減少したことによるものであり、キャッシュ減少の主な要因は、余資の運用である定

期預金及び譲渡性預金の預入・払戻が純額で1,500百万円減少したことによるものであります。

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より923百万円のキャッシュ増加とな

る627百万円の支出（前期は1,551百万円の支出）となりました。キャッシュ増加の主な要因は、長期借入金の返済

による支出が906百万円減少したことによるものであります。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

　今後の経済の見通しは、企業収益については改善に向かうとの見方はあるものの、デフレが継続し、雇用・所得環境

も依然厳しい状態が続くものとみられ、個人消費は低調なまま推移することが予想されます。また、本年３月に発生し

た東日本大震災は、被災地に未曾有の被害をもたらすとともに、生産、原材料調達、物流、電力供給等に多大な影響を及

ぼしており、今後のわが国経済の先行きは予断を許さない状況にあります。

　海外原糖市況は、外部要因として米国・欧州などの金融政策動向、中東・北アフリカの情勢不安に伴う原油相場動向

など、投機筋の影響を受けやすい状況となっております。今後は、欧州ビートおよび南半球の砂糖生産状況や外部環境

等の影響を受けて神経質な展開が続くものと思われます。

　このため、今後の販売価格や需要の動向は、不透明な状況にあります。

　こうした状況の下、当社は、新光製糖株式会社との経営統合を推進し、国内の企業基盤を強化し、両社の経営資源を

一体的に活用することで一層の企業価値向上に取り組んでまいります。

 

(5) 中長期的な経営戦略について

　当社は、子会社・関連会社を含めた事業の見直しを推し進め、経営資源の選択と集中を行うことにより、中長期的

に収益力強化と株主価値の増大を図ることを基本としております。

　株主資本利益率（ＲＯＥ）、売上高、経常利益および当期純利益を重要な経営指標とし、これらの一層の向上を目

指し、グループ価値の増大を図ってまいります。

　当社の主業であります砂糖その他食品事業につきましては、お客様にご満足いただける品質の優れた製品を、適正

な価格で安定的に提供できることを目指しております。このため、販売子会社である日新カップ㈱と一体となって、

ユーザーや消費者のニーズにお応えできる「総合甘味サプライヤー」として基盤強化を進めてまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度は、総額242百万円の設備投資(無形固定資産の取得を含む。)を実施いたしました。

セグメントごとの設備投資は次のとおりであります。

砂糖その他食品事業においては、販売物流システムの更新等に142百万円の投資を実施いたしました。

健康産業事業においては、ドゥ・スポーツプラザ豊洲店の送迎バス購入等に19百万円の投資を実施いたしまし

た。

その他の事業においては、冷蔵倉庫設備の改修等に75百万円の投資を実施いたしました。

全社においては、本社事務所内の設備更新等に４百万円の投資を実施いたしました。　

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。　

(1) 提出会社

 平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額(百万円) 従業

員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

千葉工場

(千葉市美浜区)　　(注)２

砂糖その他

食品事業

物流センター

ガムシロップ工場

砂糖包装加工工場

研究開発棟

1,128 130
3,217

(31)
─ 21 4,498

18

(─)

ドゥ・スポーツプラザ豊洲

(東京都江東区)　　(注)３
健康産業事業 スポーツ施設 363 41

─

(─)
3 6 415

17

(11)

　 

(2) 国内子会社

 平成23年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

ニューポート産業㈱
千葉事業所

(千葉市美浜区)

冷蔵倉庫事業

港湾運送事業　
営業倉庫 921 275

923

(32)
11 2,131

37

(3)

　

　（注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品ならびに無形固定資産であります。

なお、金額には建設仮勘定および消費税等は含めておりません。

２　一部を除き連結子会社への賃貸設備であります。

３　建物を賃借しております。当期賃借料は208百万円であります。

４　従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

　経常的な設備の更新および更新のための除却等を除き、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 　発行可能株式総数（株）

普通株式 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000

計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（平成23年３月31日）

提出日現在
　発行数（株）

（平成23年６月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 　　　　　　　50,387,948 　　　　　 50,387,948
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 　　　　　　　50,387,948 　　　　　 50,387,948 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 平成17年８月８日 △8,658,28950,387,948 ― 7,004 ― 1,751

　（注）旧商法第212条の規定に基づく、自己株式の消却による減少であります。

　

（６）【所有者別状況】

 平成23年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数

（人）
― 14 18 155 71 1 3,9234,182 ―

所有株式数

（単元）
― 7,6651,30916,6134,304 1 20,27950,171216,948

所有株式数

の割合（％）
― 15.28 2.61 33.11 8.58 0.00 40.42100.00 ―

　（注）自己株式869,180株は、「個人その他」に869単元および「単元未満株式の状況」に180株含まれております。
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（７）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 9,782 19.41

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 2,465 4.89

住友信託銀行株式会社  大阪府大阪市中央区北浜４－５－33 2,000 3.97

日新製糖共栄会 東京都中央区日本橋小網町14－１ 日新製糖内 1,744 3.46

ブルドックソース株式会社 東京都中央区日本橋兜町11－５ 1,332 2.64

 CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE 

 PORTFOLIO
388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA

1,235 2.45

 （常任代理人 シティバンク銀行株式会社）（東京都品川区東品川２－３－14） 

むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－333－13 1,021 2.03

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－６－６ 日本生命証

券管理部内
678 1.35

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 672 1.33

株式会社ヤクルト本社 東京都港区東新橋１－１－19 648 1.29

計 ― 21,579 42.83

　（注）当社は、自己株式を869千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　869,000 ― ―

完全議決権株式（その他）  普通株式　 49,302,000  49,302 ―

単元未満株式  普通株式　　　216,948 ― ―

発行済株式総数 　　　　　　50,387,948　 ― ―

総株主の議決権 ―  49,302 ―

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式180株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日新製糖株式会社
東京都中央区

日本橋小網町14－１
869,000 ― 869,000 1.72

計 ― 869,000 ― 869,000 1.72
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

　

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 6,099 1,124,903

当期間における取得自己株式 ― ―

（注）当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式数は含めておりません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数 (株) 処分価額の総額 (円) 株式数 (株) 処分価額の総額 (円)

引き受ける者の募集を行っ

た取得自己株式
― ― ― ―

消却の処分を行った取得自

己株式
― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に

係る移転を行った取得自己

株式

― ― ― ―

その他（　―　） ― ― ― ―

保有自己株式数 869,180 ― 869,180 ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りお

よび売渡しによる株式数は含めておりません。

　

３【配当政策】

当社は、当期の利益、経営環境への対応および企業体質強化のための内部留保との調和を図りつつ安定的な配当

を継続していくことを基本方針とし、安定配当の実現に向けた経営基盤づくりを行ってまいります。

当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とした年１回の期末配当を基本的な方針としております。なお、取締

役会の決議により中間配当ができる旨を定款で定めております。

当期の配当金につきましては、基本方針に基づき、１株につき６円といたしました。なお、次期以降は共同持株会

社への配当となるため、今後の配当政策については現時点では未定であります。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成23年６月28日

定時株主総会決議
297 6
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

　最高（円） 425 322 256 222 208

　最低（円） 265 182 189 174 170

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別
平成22年
10月

　
11月

　
12月

平成23年
１月

　
２月

　
３月

　最高（円） 178 181 186 200 206 205

　最低（円） 171 171 177 184 194 170

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役

会長
　 竹　場　紀　生 昭和13年10月５日生

昭和37年３月 当社入社

（注）４ 57

59年11月当社加工食品部長

62年６月 当社取締役

平成５年６月 当社常務取締役

11年６月 当社代表取締役社長

19年６月 当社代表取締役会長（現任）

代表取締役

社長
　 住　井　昌　三 昭和23年８月30日生

平成12年５月 当社入社、総合企画部長

（注）４ 47

〃 ６月 当社取締役

17年６月 当社常務取締役

19年６月 当社専務取締役

23年６月 当社代表取締役社長（現任）

常務取締役 原糖部長 三　浦　紀　之 昭和21年８月22日生

昭和52年４月 当社入社

（注）４ 47

平成９年６月 当社原糖部長（現任）

13年６月 当社取締役

19年６月

22年６月

当社常務取締役（現任）

日新サービス株式会社代表取締役社長

（現任）

常務取締役 総務部長 青　砥　由　直 昭和25年９月15日生

昭和50年４月 当社入社

（注）４ 27
平成12年11月当社総務部長（現任）

15年６月

21年６月

当社取締役

当社常務取締役（現任）

常務取締役 財務部長 川　口　多津雄 昭和28年12月15日生

昭和51年４月 当社入社

（注）４ 13

平成14年７月 当社財務部長

15年６月 当社取締役

19年６月

21年６月

当社財務部長

新東日本製糖株式会社代表取締役専務取

締役（現任）

23年６月 当社常務取締役（現任）

当社財務部長（現任）

取締役
余暇開発

本部長
　佃　　有　展 昭和24年７月25日生

昭和48年５月 当社入社

（注）４ 8

平成２年４月 当社余暇開発本部ドゥ・スポーツプラザ

晴海支配人

14年３月 当社余暇開発本部長（現任）

〃 ６月 日新余暇開発株式会社代表取締役社長

（現任）

19年６月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 　 田　畑　衆　治 昭和23年６月20日生

昭和47年４月 当社入社

（注）４ 17
平成19年６月 日新カップ株式会社代表取締役社長

（現任）

当社取締役（現任）

取締役
砂糖統括

部長
 西　垣　　淳 昭和27年４月３日生

昭和51年４月 当社入社

（注）４ 7平成19年６月 当社砂糖統括部長（現任）

21年６月 当社取締役（現任）

取締役
総合企画

部長
 大久保　　亮 昭和30年６月８日生

昭和56年４月 当社入社

（注）４ 6
平成17年６月 当社総合企画部長（現任）

21年６月

23年６月

当社財務部長

当社取締役（現任）

常勤監査役  藤　井　邦　弘 昭和20年４月７日生

昭和63年４月 当社入社

（注）３ 17平成３年７月 当社経理部会計担当課長

14年６月 当社常勤監査役（現任）

常勤監査役  　 小　河　敏　之 昭和28年３月９日生

昭和50年４月 当社入社

（注）５ 4

平成９年３月 当社海外事業部課長

16年４月 新豊食品株式会社入社

18年３月

23年６月

同社総務部長

当社常勤監査役（現任）

監査役  金　田　英　成 昭和19年11月９日生

昭和45年９月 公認会計士登録

（注）２ 15平成19年７月 公認会計士金田英成事務所代表（現任）

20年６月 当社監査役（現任）

監査役 　　 延　増　拓　郎 昭和46年９月１日生

平成12年９月 最高裁判所司法研修所修了

（注）５ ―

　

〃 10月

15年４月

　

 
23年６月

弁護士登録

原山法律事務所入所

石嵜信憲法律事務所（現：石嵜・山中総

合法律事務所）入所

当社監査役（現任）

計  265

　（注）１　監査役金田英成および延増拓郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３　平成21年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４　平成23年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　平成23年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　コーポレート・ガバナンスの体制　

イ　コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンスの一層の強化が求められるなか、当社は、社会から信頼される透明で健全な経

営を維持することを基本として、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築、維持することを重点

施策としております。

当社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織は、以下のとおりであります。

［取締役・取締役会］

当社の取締役会は、平成23年３月31日現在９名（平成23年６月28日現在９名）で構成し、会社法等で定

められた事項および経営に関する重要事項について審議するため、年４回定時に開催するほか、必要に応

じて適宜開催しております。

［監査役・監査役会］

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は、取締役の職務の執行を監査しております。また、監査役会

を設置しております。

［経営会議］

当社は、経営戦略決定および経営監督機能を中心とする取締役会とは別に、業務執行の迅速化と効率化

を図ることを目的として、経営会議を原則週１回開催し、重要な業務執行への対応を行っております。

ロ　現状のガバナンス体制を採用する理由

当社の企業規模や事業内容等に鑑み、現状の体制を維持・運用することにより、透明性の高い健全な経営

を実現することができるものと判断しております。 

ハ　内部統制システムの整備状況 

当社は、コンプライアンスの確保、財務報告の信頼性の確保、業務の効率化等、業務の適正を確保するため、

以下のとおり、内部統制システムを整備しております。

［コンプライアンス体制］

コンプライアンスの重要性が高まるなか、コンプライアンスを経営の重要課題と位置付け、当社グルー

プ全体がより高い倫理観に基づく事業活動を行うようにするため、「行動規範・行動指針」ならびに「法

令遵守規程」を定め、社長を委員長とする法令遵守委員会を中心にコンプライアンス意識の向上を図って

おります。

また、「内部通報取扱規程」を定め、同規程に基づき、法令違反その他コンプライアンスに反する行為に

対する内部通報体制を整備しております。

なお、当社は、経営および日常の業務に関して、必要に応じて阿部・井窪・片山法律事務所ほかの外部の

法律事務所による専門的見地からのアドバイスを受けております。

［内部監査体制］

内部統制の有効性と妥当性を確保するため、「内部監査規程」を定め、同規程に基づき内部監査委員会

を設置し、内部監査を実施しております。

［情報管理体制］

取締役の職務執行に係る文書その他の情報については、「文書取扱規程」を定め、同規程に基づき適切

かつ確実に保存・管理し、取締役および監査役が必要に応じて閲覧できる体制を整備しております。

特に、当社は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱事業者に該当することから、個人

情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報保護に関する法律等を遵守するととも

に、「個人情報保護方針」を制定し、これに基づいて個人情報の適切な管理・保護に努めております。ま

た、その実行のために、「個人情報保護規程」を定め、全従業員に対し、個人情報保護の重要性とその取扱

方法を周知徹底させ、個人情報の適正で適切な安全管理措置を徹底しております。

［子会社における業務の適正を確保する体制］

子会社における内部統制システムは、原則として当社の内部統制システムに準拠させ、加えて、当社役員

を子会社役員として派遣し、内部統制システムをチェックすることにより、業務の適正を確保しておりま

す。
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ニ　リスク管理体制の整備状況

企業経営を取り巻く様々なリスクに対応するため、「リスク管理規程」を定め、全社横断的なリスク管理

のためのリスク管理委員会を設置し、個々のリスクについての管理担当部を定め、同規程に則ったリスク管

理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機緊急対策本部を

設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるとともに再発防止策を講じることと

しております。

②　内部監査および監査役監査の状況

イ　内部監査委員会

当社の内部監査委員会は、社長直轄の部門横断的な組織として、平成23年３月31日現在取締役および内部

統制部門長計４名（平成23年６月28日現在取締役および内部統制部門長計４名）から構成されております。

同委員会は、毎期年間監査計画に基づき、主として財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に係る監査

を実施し、監査結果は経営会議および監査役会に適宜報告しております。

ロ　監査役、監査役会

監査役会は、平成23年３月31日現在常勤監査役２名、社外監査役２名の合計４名（平成23年６月28日現在

常勤監査役２名、社外監査役２名の合計４名）で構成しております。監査役は、取締役会および経営会議に出

席するほか、業務や財産状況の調査をはじめ、取締役の職務執行を監査しております。

なお、常勤監査役藤井邦弘氏は、14年間当社の経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度

の知見を有しております。また、常勤監査役小河敏之氏は、36年間当社および関係会社等の経理業務を担当し

ており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社は、財務・会計に関する知見を有する監査役を選任し、併せて、これら専門知識を有し、独立性の高い

社外監査役を選任しておりますが、監査役監査を支える監査役室専従スタッフとして、これら専門分野で実

務経験のあるスタッフ１名を任命することによって、監査役の機能強化に資する体制を整備しております。

ハ　内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係

内部監査委員会および内部統制部門が、内部監査の実施内容とその結果について、適宜、監査役（会）に報

告を行うことにより、監査役の機能強化を図っております。監査役と会計監査人は、監査計画(年次)および会

計監査結果報告(四半期・期末決算毎)などの会議を定例的に開催するほか、必要に応じて情報交換を行って

おります。
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③　社外取締役および社外監査役

イ　社外取締役及び社外監査役の員数

社外監査役は２名であります。社外取締役は選任しておりません。

ロ　社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外監査役２名は、当社との人的・資本的・ならびに取引関係その他の利害関係はありません。　

ハ　社外取締役および社外監査役の選任状況ならびに企業統治において果たす機能および役割

社外監査役金田英成氏は、公認会計士としての豊富な専門知識ならびに多数の企業の監査経験を有してお

ります。また、社外監査役延増拓郎氏は、弁護士として法令に広く精通し、豊富な経験に基づく専門的知見を

有しております。こうした専門性に基づき独立の立場から実施する両氏の監査は、当社の業務執行の適正性

確保のためにきわめて有益であり、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの拡充に結びつくもの

と考えております。

なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役４名中２名を社外監査役とすることで経営への

監視機能を強化しております。社外監査役２名が監査を実施するとともに、取締役会へ出席し、必要に応じ意

見を述べることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考え、現状の体

制としております。

ニ　社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部統制、監査役監査および会計監査との相互連携

ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査委員会、会計監査人および内部統制部門の各種報告を受けたうえ、監査役会での常

勤監査役との十分な議論を踏まえて監査を行っております。

④ 役員報酬の内容

イ　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）　

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）　
基本報酬

役員退職慰労

引当金繰入額

取締役 228 201 27 9

監査役

（社外監査役を除く。）　
31 28 3 2

社外役員 9 8 1 2

ロ　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法　

当社の役員報酬は、基本報酬と役員退職慰労金からなっております。

取締役の基本報酬につきましては、経営に対する責任・関与の度合いにより、役位別に報酬水準を定めて

おります。また、個人別の報酬額につきましては、毎年の当社業績のほか、当社従業員給与水準との格差や他

企業の役員報酬水準も勘案したうえ、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決

定しております。

監査役の基本報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定

しております。

役員退職慰労金につきましては、取締役、監査役ともポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイント

の累計を基礎に、在任期間中の各役員の実績および会社の経営状況を勘案したうえ、株主総会の承認を得て

決定しております。
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⑤　株式の保有状況

イ　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

　　35銘柄　1,076百万円

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有

目的

　　前事業年度　

  　　特定投資株式　

　銘柄
株式数

（千株）

貸借対照表

計上額

（百万円）　

　保有目的

　新光製糖㈱ 730 283　取引関係円滑化のため（業務提携）

　ブルドックソース㈱ 1,327 269　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱ヤクルト本社 83 209　取引関係円滑化のため（得意先）

　住友信託銀行㈱ 320 175　取引関係円滑化のため（取引銀行）　

　ユアサ・フナショク㈱ 206 43　取引関係円滑化のため（得意先）

　三井物産㈱ 10 15　取引関係円滑化のため（仕入先）

　㈱三井住友

　フィナンシャルグループ
5 15　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　㈱セブン＆アイ・ホールディングス 5 13　取引関係円滑化のため（得意先）

　大日本印刷㈱ 10 12　取引関係円滑化のため（仕入先）

　㈱ヤマザワ 7 9 　取引関係円滑化のため（得意先）

（注）貸借対照表計上額が資本金額の１％を超える銘柄数が10銘柄未満のため、貸借対照表計上額上位10銘柄

について記載しております。　
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　　当事業年度

　　　特定投資株式

　銘柄
株式数

（千株）

貸借対照表

計上額

（百万円）　

　保有目的

　新光製糖㈱　 730 316　取引関係円滑化のため（業務提携）

　ブルドックソース㈱ 1,327 225　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱ヤクルト本社 84 178　取引関係円滑化のため（得意先）

　住友信託銀行㈱ 320 137　取引関係円滑化のため（取引銀行）　

　ユアサ・フナショク㈱ 206 41　取引関係円滑化のため（得意先）

　三井物産㈱ 10 14　取引関係円滑化のため（仕入先）

　㈱三井住友

　フィナンシャルグループ
5 12　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　㈱セブン＆アイ・ホールディングス 5 12　取引関係円滑化のため（得意先）

　大日本印刷㈱ 10 10　取引関係円滑化のため（仕入先）

　㈱ヤマザワ 7 8 　取引関係円滑化のため（得意先）

　東京海上ホールディングス㈱ 3 7 　取引関係円滑化のため（取引先）

　ＭＳ＆ＡＤインシュアランス

　グループホールディングス　
3 6 　取引関係円滑化のため（取引先）

　丸紅㈱ 10 5 　取引関係円滑化のため（仕入先）

　㈱みずほフィナンシャルグループ 40 5 　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　ＮＫＳＪホールディングス 10 5 　取引関係円滑化のため（取引先）

　㈱マルイチ産商 7 4 　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱東武ストア 16 3 　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱三菱ＵＦＪ

  フィナンシャル・グループ
10 3 　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　アルビス㈱ 6 1 　取引関係円滑化のため（得意先）

　月島機械㈱ 1 0
　取引関係円滑化のため

　（設備仕入先）

　みずほ信託銀行㈱ 10 0 　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　マックスバリュ東北㈱ 1 0 　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱タイヨー 1 0 　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱カスミ 1 0 　取引関係円滑化のため（得意先）

　㈱りそなホールディングス 1 0 　取引関係円滑化のため（取引銀行）

　森永乳業㈱ 1 0 　取引関係円滑化のため（得意先）

　森永製菓㈱　 1 0 　取引関係円滑化のため（得意先）

（注）保有銘柄数が30銘柄未満のため、全銘柄について記載しております。
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ハ　保有目的が純投資である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額なら

びに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

　

前事業年度

（百万円）
当事業年度（百万円）

貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

非上場株式 364 362 3 ― （注）

上記以外の株式 71 56 1 ― △0

（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評

価損益の合計額」は記載しておりません。

⑥　会計監査の状況

当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりであります。

 公認会計士の氏名等  所属する監査法人名

 指定有限責任社員　業務執行社員  今井　靖容  新日本有限責任監査法人

 指定有限責任社員　業務執行社員  田村　保広  新日本有限責任監査法人

（注)１　継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

２　同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与するこ

とのないよう措置をとっております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、その他18名であります。

⑦　取締役の定数および取締役の選任決議要件に関する定款の定め

当社は、取締役の定数を12名以内とする旨、ならびに、取締役の選任決議について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積

投票によらない旨を、定款で定めております。

⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした定款の定め

イ　自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項に基

づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めており

ます。

ロ　中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項に基づき、毎年９月30日を基準日と

して、取締役会決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件の変更に関する定款の定め

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって決議を行う旨を定款で定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 52 ― 52 11

連結子会社 3 ― 3 ―

計 56 ― 56 11

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）　

当社は、新日本有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）で

ある財務調査に関する「合意された手続業務」を委託しております。

　

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

（2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当

事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３

月31日まで）および当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務諸表ならびに前

事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）および当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３

月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、これに基づき適正に連結財務諸表等を作成することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、同機構の企業会計の基準、ディスクロージャー制度および国際会計基準等に関する

調査研究に関する情報を適宜入手しております。　
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,249 1,800

受取手形及び売掛金 4,425 4,568

有価証券 4,150 4,550

商品及び製品 2,714 2,368

仕掛品 149 258

原材料及び貯蔵品 1,036 1,578

繰延税金資産 346 315

その他 313 247

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 14,384 15,687

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2
 8,570

※2
 8,612

減価償却累計額 △5,739 △5,997

建物及び構築物（純額） ※2
 2,830

※2
 2,614

機械装置及び運搬具 2,009 2,038

減価償却累計額 △1,414 △1,506

機械装置及び運搬具（純額） 594 532

土地 ※2, ※3
 6,079

※2, ※3
 6,091

リース資産 377 409

減価償却累計額 △60 △128

リース資産（純額） 317 280

その他 683 671

減価償却累計額 △570 △606

その他（純額） 113 65

有形固定資産合計 9,935 9,584

無形固定資産

その他 85 137

無形固定資産合計 85 137

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※4
 10,828

※1, ※4
 10,602

繰延税金資産 674 743

その他 1,131 1,060

貸倒引当金 △93 △95

投資その他の資産合計 12,540 12,310

固定資産合計 22,562 22,032

資産合計 36,946 37,719
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,070 3,256

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 680 671

賞与引当金 273 302

役員賞与引当金 2 －

災害損失引当金 － 13

その他 ※2
 1,413

※2
 1,238

流動負債合計 6,540 6,581

固定負債

繰延税金負債 105 82

退職給付引当金 147 141

役員退職慰労引当金 355 390

再評価に係る繰延税金負債 1,433 1,433

その他 ※2
 672 579

固定負債合計 2,714 2,627

負債合計 9,254 9,209

純資産の部

株主資本

資本金 7,004 7,004

資本剰余金 7,718 7,718

利益剰余金 11,308 12,256

自己株式 △192 △194

株主資本合計 25,838 26,785

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 183 54

繰延ヘッジ損益 25 26

土地再評価差額金 ※3
 1,643

※3
 1,643

その他の包括利益累計額合計 1,852 1,724

純資産合計 27,691 28,510

負債純資産合計 36,946 37,719
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 43,299 44,344

売上原価 34,646 35,420

売上総利益 8,653 8,923

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 6,396

※1, ※2
 6,399

営業利益 2,256 2,524

営業外収益

受取利息 15 7

受取配当金 36 43

持分法による投資利益 147 30

還付加算金 － 21

その他 56 28

営業外収益合計 255 131

営業外費用

支払利息 27 14

その他 42 28

営業外費用合計 69 43

経常利益 2,442 2,612

特別利益

受取補償金 － 30

過年度固定資産税還付金 － 35

特別利益合計 － 66

特別損失

固定資産除却損 ※3
 24

※3
 11

減損損失 ※4
 320

※4
 47

投資有価証券評価損 － 62

ゴルフ会員権評価損 － 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55

過年度役員退職慰労引当金繰入額 10 －

災害損失 － 53

特別損失合計 355 257

税金等調整前当期純利益 2,087 2,421

法人税、住民税及び事業税 790 1,038

法人税等調整額 155 △10

法人税等合計 946 1,027

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,393

当期純利益 1,141 1,393
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,393

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △132

繰延ヘッジ損益 － 0

持分法適用会社に対する持分相当額 － 3

その他の包括利益合計 － ※2
 △128

包括利益 － ※1
 1,265

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,265
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,004 7,004

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,004 7,004

資本剰余金

前期末残高 7,718 7,718

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,718 7,718

利益剰余金

前期末残高 10,393 11,308

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 1,141 1,393

持分法の適用範囲の変動 75 －

当期変動額合計 914 948

当期末残高 11,308 12,256

自己株式

前期末残高 △32 △192

当期変動額

自己株式の取得 △160 △1

当期変動額合計 △160 △1

当期末残高 △192 △194

株主資本合計

前期末残高 25,084 25,838

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 1,141 1,393

自己株式の取得 △160 △1

持分法の適用範囲の変動 75 －

当期変動額合計 754 946

当期末残高 25,838 26,785
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21 183

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

161 △128

当期変動額合計 161 △128

当期末残高 183 54

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1 25

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

24 0

当期変動額合計 24 0

当期末残高 25 26

土地再評価差額金

前期末残高 1,643 1,643

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,643 1,643

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 1,666 1,852

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

186 △128

当期変動額合計 186 △128

当期末残高 1,852 1,724

純資産合計

前期末残高 26,751 27,691

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 1,141 1,393

自己株式の取得 △160 △1

持分法の適用範囲の変動 75 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 186 △128

当期変動額合計 940 818

当期末残高 27,691 28,510
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,087 2,421

減価償却費 525 515

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55

減損損失 320 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 29

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 －

災害損失引当金の増減額(△は減少) － 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 34

受取利息及び受取配当金 △51 △51

持分法による投資損益（△は益） △147 △30

支払利息 27 14

固定資産除却損 24 11

投資有価証券評価損益（△は益） － 62

ゴルフ会員権評価損 － 27

還付加算金 － △21

受取補償金 － △30

過年度固定資産税還付金 － △35

災害損失 － 20

売上債権の増減額（△は増加） 107 △143

たな卸資産の増減額（△は増加） 993 △317

仕入債務の増減額（△は減少） △89 185

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1 2

その他の流動負債の増減額（△は減少） 157 △98

その他の固定負債の増減額（△は減少） △20 △25

その他 123 △19

小計 4,017 2,661

利息及び配当金の受取額 105 94

利息の支払額 △28 △15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △92 △1,024

還付加算金の受取額 － 21

補償金の受取額 － 30

過年度固定資産税の還付額 － 35

災害損失の支払額 － △20

固定資産撤去費用支払額 △15 －

その他の支出 － △14

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,986 1,769
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,000 －

定期預金の払戻による収入 2,300 －

譲渡性預金の預入による支出 △3,450 △4,300

譲渡性預金の払戻による収入 2,550 3,200

有形固定資産の取得による支出 △209 △187

無形固定資産の取得による支出 △29 △72

投資有価証券の取得による支出 △230 △11

関係会社株式の取得による支出 △39 －

関係会社の整理による収入 13 －

貸付けによる支出 △30 －

貸付金の回収による収入 50 －

関係会社の整理による支出 △65 －

その他 △31 81

投資活動によるキャッシュ・フロー △171 △1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △1,006 △100

リース債務の返済による支出 △55 △72

長期未払金の返済による支出 △26 △8

自己株式の取得による支出 △160 △1

配当金の支払額 △301 △445

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,551 △627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,264 △148

現金及び現金同等物の期首残高 2,234 4,499

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 4,499

※1
 4,350
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　５社

連結子会社名

日新カップ㈱、ニューポート産業㈱、新豊食品㈱、日

新余暇開発㈱、日新サービス㈱

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　５社

連結子会社名

前連結会計年度に同じであります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

㈱小板橋

(2) 主要な非連結子会社の名称

前連結会計年度に同じであります。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

前連結会計年度に同じであります。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数　　　　　０社

前連結会計年度において持分法適用会社でありまし

た日新スイートナー㈱は、平成21年６月24日に清算

したため、持分法の適用範囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事項

──────

(2) 持分法を適用した関連会社数　　　　　　　３社

主要な会社等の名称

新東日本製糖㈱、新中糖産業㈱、

日本ポート産業㈱

前連結会計年度において持分法適用会社でありまし

た㈱エヌアイフィットネスは、平成21年９月30日に

清算したため、持分法の適用範囲から除外しており

ます。

また、新中糖産業㈱については、重要性が増加したこ

とにより、当連結会計年度から持分法の適用範囲に

含めることといたしました。　

(1) 持分法を適用した関連会社数　　　　　　　３社

主要な会社等の名称

新東日本製糖㈱、新中糖産業㈱、

日本ポート産業㈱

　

(3) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の

うち主要な会社等の名称

㈱小板橋

(2) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の

うち主要な会社等の名称

前連結会計年度に同じであります。

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)

および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

前連結会計年度に同じであります。

(4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があ

ると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社につい

ては、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があ

ると認められる事項

前連結会計年度に同じであります。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

前連結会計年度に同じであります。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

イ　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

イ　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

前連結会計年度に同じであります。

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法により算定）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

前連結会計年度に同じであります。

時価のないもの

主として移動平均法による原価法

時価のないもの

前連結会計年度に同じであります。

ロ　デリバティブ取引

時価法

ロ　デリバティブ取引

前連結会計年度に同じであります。

ハ　たな卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

ハ　たな卸資産

前連結会計年度に同じであります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

当社および連結子会社５社のうち２社は定率法に

よっております。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法によっております。その他の連結子会社

３社は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　３～60年

機械装置及び運搬具　　　　　　　２～17年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

前連結会計年度に同じであります。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

前連結会計年度に同じであります。

ハ　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が企業会計基準第13号

「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開

始前のリース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

ハ　リース資産

前連結会計年度に同じであります。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

前連結会計年度に同じであります。

ロ　賞与引当金

従業員等に対する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。

ロ　賞与引当金

前連結会計年度に同じであります。

ハ　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に

おける支給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。

──────

────── ハ　災害損失引当金

東日本大震災に伴う復旧費用等の支出に備えるた

め、当連結会計年度末における見積もり額を計上

しております。　

ニ　退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。なお、会計基準変更

時差異（467百万円(退職給付制度一部終了分控除

後））については、10年による按分額を費用処理

しております。数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により、翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

なお、連結会計年度末における年金資産が、退職給

付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超

過する場合には、前払年金費用として投資その他

の資産の「その他」に計上しております。

ニ　退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定額法により、翌連結

会計年度から費用処理することとしております。

なお、連結会計年度末における年金資産が、退職給

付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超

過する場合には、前払年金費用として投資その他

の資産の「その他」に計上しております。　

ホ　役員退職慰労引当金

当社および連結子会社４社では、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、規定に基づく期末要支給

額を計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

前連結会計年度に同じであります。

(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算

の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算

の基準

前連結会計年度に同じであります。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(5) 重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理によっております。ただ

し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っております。ま

た、特例処理の要件を満たす金利スワップについ

ては、特例処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理によっております。ただ

し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

商品先物取引  粗糖仕入

為替予約取引  外貨建金銭債権債務

金利スワップ取引  借入金

ヘッジ手段  ヘッジ対象

商品先物取引  粗糖仕入

為替予約取引  外貨建金銭債権債務

ハ　ヘッジ方針

主として当社の業務分掌規程に基づき、粗糖相場

の変動および為替相場の変動ならびに市場金利の

変動によるリスクをヘッジしております。なお、粗

糖相場の変動リスクに対するヘッジ取引について

は、当社取締役会規程の内規において、取引権限の

限度等を定めております。

ハ　ヘッジ方針

主として当社の業務分掌規程に基づき、粗糖相場

の変動および為替相場の変動によるリスクをヘッ

ジしております。なお、粗糖相場の変動リスクに対

するヘッジ取引については、当社取締役会規程の

内規において、取引権限の限度等を定めておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、比率分析を行うことにより

判定しております。また、実需予測に対するヘッジ

については、予測と実績に大きな乖離がないこと

を事後的に確認しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

前連結会計年度に同じであります。

────── (6) のれんおよび負ののれんの償却方法および償却期間

のれんおよび平成22年３月31日以前に発生した負の

のれんの償却については、その投資効果の発現する

期間を個別に見積もり、20年以内の合理的な年数で

定額法により償却しております。

────── (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払い預金および取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。

(6) 消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(8) 消費税等の会計処理方法

前連結会計年度に同じであります。

５　連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

──────
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

６　のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

「のれん」および「負ののれん」（「のれん相当額」

を含む）の償却については、その投資効果の発現する

期間を個別に見積もり、20年以内の合理的な年数で定

額法により償却しております。

──────

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払い預金および取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

──────

　

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月

31日）を適用しております。なお、これによる営業利益、経

常利益および税金等調整前当期純利益に与える影響はあり

ません。

──────

　

──────

　

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ11百万円、税金

等調整前当期純利益は69百万円減少しております。

　

────── （「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用）

　当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業

会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）および「持分

法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用しております。

　これによる経常利益および税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

１　前連結会計年度まで区分掲記しておりました無形固定

資産の「リース資産」（当連結会計年度末の残高は６

百万円）は、資産の総額の100分の１以下であるため、

無形固定資産の「その他」に含めて表示することにい

たしました。

──────

２　前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負債

の「リース債務」（当連結会計年度末の残高は70百万

円）は、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であ

るため、流動負債の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。

──────

３　前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負債

の「未払消費税等」（当連結会計年度末の残高は246

百万円）は、負債及び純資産の合計額の100分の５以下

であるため、流動負債の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。

──────

４　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました製造委託料等に係る債務（前連結会

計年度末残高699百万円）は、当連結会計年度より「支

払手形及び買掛金」に含めて表示することにいたしま

した。なお、当連結会計年度末の「支払手形及び買掛

金」に含まれる当該債務は、384百万円であります。

──────

────── 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「役員賞与引

当金」（当連結会計年度末残高２百万円）は、重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に含めて表示することに

いたしました。

５　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期借

入金」（当連結会計年度末の残高は75百万円）および

固定負債の「リース債務」（当連結会計年度末の残高

は272百万円）は、負債及び純資産の合計額の100分の

１以下であるため、固定負債の「その他」に含めて表

示することにいたしました。

──────

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益

の「債務勘定整理益」（当連結会計年度は６百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10以下であるため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。

──────

────── 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５

号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しております。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書）

１　前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「債務勘定整理益」（当

連結会計年度は△６百万円）は、当連結会計年度にお

いて、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に

含めて表示することにいたしました。

──────

────── １　前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「貸付けによる支出」

（当連結会計年度は△50百万円）は、当連結会計年度

において、金額的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めて表示することにいたしました。

────── ２　前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収

入」（当連結会計年度は100百万円）は、当連結会計年

度において、金額的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めて表示することにいたしました。

────── ３　前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「固定資産撤去費用支払

額」（当連結会計年度は△６百万円）は、当連結会計

年度において、金額的重要性が乏しくなったため「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。

２　前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「差入保証金の差入によ

る支出」（当連結会計年度は△21百万円）は、当連結

会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めて表示することにいたしました。

──────

３　前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「差入保証金の回収によ

る収入」（当連結会計年度は１百万円）は、当連結会

計年度において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めて表示することにいたしました。

──────

４　前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「リース債務の

返済による支出」（前連結会計年度は△10百万円）

は、当連結会計年度において、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

──────

　　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当社および連結子会社２社は、平成21年10月１日付けで退

職年金制度の改正を行い、従来の税制適格退職年金制度か

ら確定給付企業年金制度に移行しております。この制度変

更による影響は軽微であります。

──────

────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」および

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

※１　非連結子会社および関連会社項目

非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１　非連結子会社および関連会社項目

非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 8,591百万円 投資有価証券(株式) 8,600百万円

(うち、共同支配企業に対する投資の金額 (うち、共同支配企業に対する投資の金額

7,708百万円) 7,681百万円)

※２　担保資産および担保付債務 ※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産の額(帳簿価額) 担保に供している資産の額(帳簿価額)

建物及び構築物 201百万円

土地 698

計 900

建物及び構築物 197百万円

土地 698

計 896

上記に対応する債務 上記に対応する債務

流動負債その他 100百万円

固定負債その他 75

計 175

流動負債その他 75百万円

※３　土地再評価

当社では、土地の再評価に関する法律に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資

産の部に計上しております。

※３　土地再評価

当社では、土地の再評価に関する法律に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資

産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号に

定める方法により算出

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号に

定める方法により算出

再評価を行った年月日 平成11年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

 △2,707百万円

再評価を行った年月日 平成11年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

 △2,886百万円

※４　差入有価証券

投資有価証券のうち営業保証金に11百万円、商品市

場取引委託証拠金に69百万円を差入れております。

※４　差入有価証券

投資有価証券のうち営業保証金に11百万円を差入れ

ております。

　５　偶発債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っております。

　５　偶発債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っております。

新東日本製糖㈱ (注) 1,596百万円

従業員住宅融資等 4

計 1,601

(注)総額3,193百万円のうち、当社保証額でありま

す。

新東日本製糖㈱ (注) 1,198百万円

従業員住宅融資等 3

計 1,201

(注)総額2,397百万円のうち、当社保証額でありま

す。

　６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三井

住友銀行および㈱みずほコーポレート銀行とコミッ

トメントライン契約を締結しております。

　６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三井

住友銀行および㈱みずほコーポレート銀行とコミッ

トメントライン契約を締結しております。

コミットメントの総額 2,000百万円

借 入 実 行 残 高 ―

差　引　額 2,000

コミットメントの総額 2,000百万円

借 入 実 行 残 高 ―

差　引　額 2,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※1　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額 ※1　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額

製品保管料および製品運賃 1,691百万円

販売促進費 655

従業員給料 1,079

賞与引当金繰入額 206

退職給付費用 351

役員退職慰労引当金繰入額 48

役員賞与引当金繰入額 2

製品保管料および製品運賃 1,674百万円

販売促進費 692

従業員給料 1,050

賞与引当金繰入額 234

退職給付費用 266

役員退職慰労引当金繰入額 47

※２　一般管理費に含まれる研究開発費 70百万円 ※２　一般管理費に含まれる研究開発費 85百万円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 7

その他 1

計 24

なお、固定資産除却損は撤去費用を含んでおります。

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 6

その他 0

計 11

なお、固定資産除却損は撤去費用を含んでおります。

※４　減損損失　

当連結会計年度において、以下の資産グループは、

周辺地域への競合店の出店等から売上高が減少し

たことにより収益性が低下したため、減損損失を計

上しました。　

場所　 用途 種類　
金額
(百万円)

群馬県
高崎市

スポーツ
クラブ店舗

 建物及び
 構築物

 301

 その他   19

 （計）  320

当社は、減損会計の適用にあたり、事業の種類別セ

グメントを基準に資産のグルーピングを行ってお

ります。ただし、賃貸資産、スポーツクラブ店舗およ

び遊休資産など、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出すと認められるものについては、個別のグ

ルーピングを行っております。

当該スポーツクラブ店舗の回収可能価額は、使用　　

価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

に基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価

額は零と算定しております。なお、割引率について

は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるた

め、算定は行っておりません。

※４　減損損失　

当連結会計年度において、以下の資産グループは、

周辺地域における競合店の出店等の影響から、将来

にわたる収益性の低下を認識し、減損損失を計上し

ました。　

場所　 用途 種類　
金額
(百万円)

東京都
江東区

スポーツ
クラブ店舗

 リース資産  25

 その他   21

 （計）  47

当社は、減損会計の適用にあたり、事業セグメント

を基準に資産のグルーピングを行っております。た

だし、賃貸資産、スポーツクラブ店舗および遊休資

産など、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

すと認められるものについては、個別のグルーピン

グを行っております。

当該スポーツクラブ店舗の回収可能価額は、使用　　

価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

に基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価

額は零と算定しております。なお、割引率について

は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるた

め、算定は行っておりません。
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益　 1,327百万円

少数株主に係る包括利益　 ―

計 1,327

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金　 159百万円

繰延ヘッジ損益　 24

持分法適用会社に対する持分相当額 2

計 186

　　

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 50,387,948 － － 50,387,948

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 121,830 741,251 － 863,081

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　  　5,251株　　

取締役会決議による自己株式の取得による増加 　　 736,000株　

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日

定時株主総会
普通株式 301 6 平成21年３月31日平成21年６月26日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 445 9 平成22年３月31日平成22年６月28日
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 50,387,948 － － 50,387,948

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 863,081 6,099 － 869,180

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　  　6,099株　　

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 445 9 平成22年３月31日平成22年６月28日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 297 6 平成23年３月31日平成23年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,249百万円

有価証券勘定に含まれる取得

日から３ヶ月以内に満期日の

到来する譲渡性預金

3,250

現金及び現金同等物 4,499

現金及び預金勘定 1,800百万円

有価証券勘定に含まれる取得

日から３ヶ月以内に満期日の

到来する譲渡性預金

2,550

現金及び現金同等物 4,350

　

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

    前連結会計年度に同じであります。

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年内 467百万円

１年超 4,272

合計 4,740

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年内 455百万円

１年超 3,804

合計 4,259
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（金融商品関係）

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行借入および

コミットメントラインの利用によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して

おりますが、粗糖のデリバティブ取引は粗糖相場が著しく上昇または下落する傾向にある場合には、反対売買

を行って決済することもあり得ます。

　

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引

先ごとの期日管理または残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を必要に応じ把握する体制としてお

ります。

有価証券は主として国債および格付けの高い銀行が発行する譲渡性預金であります。また、投資有価証券は、

主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、売買の実績お

よび時価については定期的に取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが１年以内の支払期日のものであり、借入金は、営業取引に

係る運転資金を主な使途としており、いずれも流動性リスクを有しておりますが、当社グループでは、各社が適

時に資金繰表を作成するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引は、仕入部門における粗糖の将来の価格変動リスクに備えることを目的とした商品先物取

引、主として粗糖輸入取引の為替相場の変動によるリスクの軽減を目的とした通貨の先物為替予約取引、およ

び将来の金利変動リスクの回避を目的とした金利スワップ取引であります。なお、デリバティブ取引を利用し

てヘッジ会計を行っております。デリバティブ取引は、社内ルールに則り執行管理しております。具体的には、

商品関連および通貨関連のデリバティブ取引については主として当社の原糖部で行っており、取締役会規程の

内規において、取引権限の限度等が明示されております。金利関連のデリバティブ取引については主として当

社の財務部で行っております。全てのデリバティブ取引の状況報告については経営会議にて定期的に行ってお

ります。またデリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関または商

社とのみ取引を行っております。

　

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因等を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。また「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリ

バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもので

はありません。
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２　金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２参照）

　
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1)現金及び預金 1,249 1,249 －　

(2)受取手形及び売掛金 4,425 4,425 －

(3)有価証券及び投資有価証券 5,820 5,821 0

資　産　計 11,495 11,495 0

(1)支払手形及び買掛金 3,070 3,070 －

(2)短期借入金 1,100 1,100 －

(3)未払法人税等 680 680 －

負　債　計 4,850 4,850 －

デリバティブ取引(*) 43 43 －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しております。

（注）１　金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資　産　

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(3)有価証券及び投資有価証券

これらについては、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所等から公表されている価格、また

は類似の金融資産の市場価格に利子率等の変動要因を調整する方法により算定された価格によっており

ます。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 　連結貸借対照表計上額（百万円）

　非上場株式 9,157

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価

証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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（注）３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内

（百万円）　

１年超

５年以内

（百万円）　

５年超

10年以内

（百万円）　

10年超

（百万円）　

現金及び預金

　預金

受取手形及び売掛金

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券　

(1)国債・地方債等

(2)その他　

　

1,237

4,425

　

　

0

4,150

　

－

－

　

　

12

－

　

－

－

　

　

－　

－

　

－

－

　

　

－　

－

　合　　計 9,813 12 － －

　

（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適

用しております。　

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行借入および

コミットメントラインの利用によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して

おりますが、粗糖のデリバティブ取引は粗糖相場が著しく上昇または下落する傾向にある場合には、反対売買

を行って決済することもあり得ます。

　

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引

先ごとの期日管理または残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を必要に応じ把握する体制としてお

ります。

有価証券は主として国債および格付けの高い銀行が発行する譲渡性預金であります。また、投資有価証券は、

主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、売買の実績お

よび時価については定期的に取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが１年以内の支払期日のものであり、借入金は、営業取引に

係る運転資金を主な使途としており、いずれも流動性リスクを有しておりますが、当社グループでは、各社が適

時に資金繰表を作成するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引は、仕入部門における粗糖の将来の価格変動リスクに備えることを目的とした商品先物取

引、および主として粗糖輸入取引の為替相場の変動によるリスクの軽減を目的とした通貨の先物為替予約取引

であります。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。デリバティブ取引は、社内ルー

ルに則り執行管理しております。具体的には、商品関連および通貨関連のデリバティブ取引については主とし

て当社の原糖部で行っており、取締役会規程の内規において、取引権限の限度等が明示されております。全ての

デリバティブ取引の状況報告については経営会議にて定期的に行っております。またデリバティブの利用にあ

たっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関または商社とのみ取引を行っております。

　

EDINET提出書類

日新製糖株式会社(E00358)

有価証券報告書

49/95



(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因等を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。また「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリ

バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもので

はありません。

　　

２　金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２参照）

　
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1)現金及び預金 1,800 1,800 －

(2)受取手形及び売掛金 4,568 4,568 －

(3)有価証券及び投資有価証券 6,045 6,046 0

資　産　計 12,415 12,415 0

(1)支払手形及び買掛金 3,256 3,256 －

(2)短期借入金 1,100 1,100 －

(3)未払法人税等 671 671 －

負　債　計 5,027 5,027 －

デリバティブ取引(*) 44 44 －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しております。

（注）１　金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資　産　

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(3)有価証券及び投資有価証券

これらについては、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所等から公表されている価格、また

は類似の金融資産の市場価格に利子率等の変動要因を調整する方法により算定された価格によっており

ます。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。　
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（注）２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 　連結貸借対照表計上額（百万円）

　非上場株式 9,107

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価

証券及び投資有価証券」には含めておりません。

      ３　金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内

（百万円）　

１年超

５年以内

（百万円）　

５年超

10年以内

（百万円）　

10年超

（百万円）　

現金及び預金

　預金

受取手形及び売掛金

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券　

(1)国債・地方債等

(2)その他　

　

1,789

4,568

　

　

0

4,550

　

－

－

　

　

11

－

　

－

－

　

　

－

－

　

－

－

　

　

－

－

　合　　計 10,908 11 － －

　

４　社債、新株予約権付社債、長期借入金およびリース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照下さい。

　

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成22年３月31日）　

１　満期保有目的の債券

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）　
　時価（百万円） 　差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1)国債・地方債

(2)その他　

　11

　300

　11

300　

　0

0　

小　計 311　 311　 0　

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1)国債・地方債

(2)その他　　　

1

3,850　

1

3,849　

△0

△0　

小　計 3,851　 3,851　 △0　

合計　 4,162　 4,162　 0　

　

２　その他有価証券

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）　
　取得原価（百万円） 　差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

 

株式

 

1,200　

 

804　

 

396　

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 

株式

 

457　

 

538　

 

△80　

合計　 1,658 1,343 315

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　566百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。　

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

日新製糖株式会社(E00358)

有価証券報告書

51/95



当連結会計年度（平成23年３月31日）　

１　満期保有目的の債券

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）　
　時価（百万円） 　差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1)国債・地方債

(2)その他　

　11

　2,000

　11

2,000　

　0

0　

小　計 2,011　 2,011　 0　

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1)国債・地方債

(2)その他　　　

1

2,550　

1

2,550　

△0

－　

小　計 2,551　 2,551　 △0　

合計　 4,562　 4,562　 0　

　

２　その他有価証券

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）　
　取得原価（百万円） 　差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

 

株式

 

769　

 

442　

 

326　

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 

株式

 

714　

 

908　

 

△194　

合計　 1,483 1,351 132

　　

３　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券およびその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23

年３月31日）　

　該当事項はありません。

　

４　減損処理を行った有価証券

　　　　当連結会計年度において、その他有価証券について62百万円減損処理を行っております。

　　　　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　該当事項はありません。

　

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　通貨関連　

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

　前連結会計年度（平成22年３月31日）

契約額等

（百万円）　

契約額等の

うち１年超

（百万円）　

時価

（百万円）　

為替予約等の振当処理

為替予約取引

買建

　米ドル　

　

　

買掛金　

　

　

　1,029

　

　

－　

　

　

43　

　 合　計 　 1,029　 －　 43　

（注）時価の算定方法

先物為替相場によっております。　

　

当連結会計年度（平成23年３月31日）

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　該当事項はありません。

　

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　通貨関連　

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）　

 契約額等の

うち１年超

（百万円）　

 時価

（百万円）　

為替予約等の振当処理

為替予約取引

買建

　米ドル　

　

　

買掛金　

　

　

1,498

　

　

－

　

　

44

　 合　計 　 1,498 － 44

（注）時価の算定方法

先物為替相場によっております。　
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社２社については、全従業員につい

て確定給付企業年金制度を100％採用しております。連結

子会社３社については、退職金規程に基づく退職一時金

制度を採用しており、うち１社については一部中小企業

退職金共済制度を採用しております。

　なお当社および連結子会社２社は、平成21年10月１日付

で退職年金制度の改正を行い、従来の税制適格退職年金

制度から確定給付企業年金制度に移行しております。こ

の制度変更による影響は軽微であります。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社２社については、全従業員につい

て確定給付企業年金制度を100％採用しております。連結

子会社３社については、退職金規程に基づく退職一時金

制度を採用しており、うち１社については一部中小企業

退職金共済制度を採用しております。

　

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

  (平成22年３月31日)

イ 退職給付債務 △2,753百万円

ロ 年金資産 2,094

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △658

ニ 未認識数理計算上の差異 545

ホ
連結貸借対照表計上額純額

(ハ＋ニ)
△112

ヘ 前払年金費用 34

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) △147

  (平成23年３月31日)

イ 退職給付債務 △2,716百万円

ロ 年金資産 2,168

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △547

ニ 未認識数理計算上の差異 452

ホ
連結貸借対照表計上額純額

(ハ＋ニ)
△95

ヘ 前払年金費用 46

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) △141

(注)　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

(注)　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用(注) 126百万円

ロ 利息費用 38

ハ 期待運用収益 ―

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 46

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 169

ヘ
退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
381

(注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、イ　勤務費用に計上しております。

イ 勤務費用(注) 127百万円

ロ 利息費用 37

ハ 期待運用収益 △19

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 146

ホ
退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ)
291

(注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、イ　勤務費用に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 1.5％

ハ 期待運用収益率 0.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数

(発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による按分額を

翌連結会計年度より費用処理してお

ります。)

10年

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 10年

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 1.5％

ハ 期待運用収益率 1.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数

前連結会計年度に同じであります。

10年
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

未実現利益の消去 693百万円

減価償却超過額　 173

役員退職慰労引当金 144

賞与引当金 111

繰越欠損金 76

その他 266

繰延税金資産小計 1,466

評価性引当額 △390

繰延税金資産合計 1,075

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △127

その他 △32

繰延税金負債合計 △160

繰延税金資産の純額 915

繰延税金資産  

未実現利益の消去 641百万円

減価償却超過額　 177

役員退職慰労引当金 158

賞与引当金 123

繰越欠損金 79

その他 335

繰延税金資産小計 1,515

評価性引当額 △418

繰延税金資産合計 1,096

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △78

その他 △42

繰延税金負債合計 △120

繰延税金資産の純額 975

なお、上記のほか、土地再評価差額金に係る繰延税金資

産が84百万円あり、全額に評価性引当額を計上してお

ります。また、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が

1,433百万円あります。

 

なお、上記のほか、土地再評価差額金に係る繰延税金資

産が84百万円あり、全額に評価性引当額を計上してお

ります。また、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が

1,433百万円あります。

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）     

評価性引当額の増減 6.2

持分法投資利益 △2.9

交際費等永久に損金に

算入されない項目
1.3

その他 0.0

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
45.3

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。
 

（資産除去債務関係）

当連結会計年度末（平成23年３月31日）

　資産除去債務の金額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　

賃貸等不動産の総額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　

（追加情報）

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20

年11月28日）および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

賃貸等不動産の総額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 
砂糖その他
食品事業
(百万円)

健康産業事業
(百万円)

不動産その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高および営業損益                         

売上高                         

(1) 外部顧客に

対する売上高
38,048 1,887 3,362 43,299 ― 43,299

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 1 58 59 (59) ―

計 38,049 1,889 3,420 43,359 (59) 43,299

営業費用 34,668 2,022 3,218 39,909 1,133 41,042

営業利益又は営業損失(△) 3,380 △133 202 3,449 (1,192) 2,256

Ⅱ　資産、減価償却費、

　　減損損失および

　　資本的支出

                        

資産 22,991 1,331 5,486 29,809 7,137 36,946

減価償却費 188 125 185 498 27 525

減損損失　 ― 320 ― 320 ― 320

資本的支出 229 59 121 411 43 454

　（注) １　事業区分は、製品系列および内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

砂糖その他食品事業 砂糖、砂糖加工品、黒糖、果糖、ガムシロップ、異性化糖、コーンスターチ、水飴

健康産業事業
アスレティックジム、ゴルフ練習場、プール、スポーツ用品ブティック、スポーツ

施設の経営およびコンサルタント事業

不動産その他事業 店舗等の不動産賃貸、冷蔵倉庫・港湾運送、合成樹脂等の販売ほか

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,192百万円であり、当社本社の総

務、財務等の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,139百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)および当社本社の総務、財務等の管理部

門に係る資産等であります。

 

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【セグメント情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、砂糖その他食品事業や健康産業事業のほか、冷蔵倉庫事業・港湾運送事業等の物流事業、包装資材やこ

れに関連する合成樹脂等販売事業および不動産賃貸事業を行っております。

したがって、当社はこれらの製品・サービス別のセグメントから構成されており、「砂糖その他食品事業」「健

康産業事業」の２つを報告セグメントとしております。「砂糖その他食品事業」は、砂糖の精製・販売を中心とし

て甘味料全般の取扱いを行っております。「健康産業事業」は、会員制のスポーツクラブであるドゥ・スポーツプ

ラザの運営を中心とした事業を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。　

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

（単位：百万円）　

　 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結

財務諸表

計上額

（注）３
　

砂糖その他

食品事業

健康産業

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 38,0481,88739,9363,36243,299 － 43,299

セグメント間の内部

売上高または振替高
0 1 1 58 59 △59 －

計 38,0491,88939,9383,42043,359 △59 43,299

セグメント利益又は損失

(△)
3,380 △133 3,247 202 3,449△1,192 2,256

セグメント資産 22,9911,33124,3235,48629,8097,13736,946

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 188 125 313 185 498 27 525

持分法適用会社への

投資額
8,025 － 8,025 508 8,534 － 8,534

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
229 59 289 121 411 43 454
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

（単位：百万円）　

　 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結

財務諸表

計上額

（注）３
　

砂糖その他

食品事業

健康産業

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 38,9721,96440,9363,40744,344 － 44,344

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 1 1 64 65 △65 －

計 38,9721,96540,9383,47144,410 △65 44,344

セグメント利益又は損失

(△)
3,513 △19 3,494 203 3,697△1,173 2,524

セグメント資産 23,5121,17124,6845,36330,0487,67137,719

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 187 109 296 191 487 27 515

持分法適用会社への

投資額
8,033 － 8,033 509 8,543 － 8,543

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
151 19 170 76 247 4 252

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、冷蔵倉庫事業、港湾運送事業、

合成樹脂等販売事業および不動産賃貸事業であります。

２　調整額の内容は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失(△)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 　前連結会計年度 当連結会計年度　

全社費用※ △1,192 △1,173

　合計 △1,192 △1,173

※全社費用は、主に当社本社の総務、財務等の管理部門に係る経費であります。　

セグメント資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 　前連結会計年度 当連結会計年度　

セグメント間債権債務の

相殺消去
△2 △4

全社資産※ 7,139 7,675

　合計 7,137 7,671

※全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)および

当社本社の総務、財務等の管理部門に係る資産等であります。

その他の項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　

　減価償却費
有形固定資産及び無形

固定資産の増加額

前連結

会計年度

当連結

会計年度

前連結

会計年度　

当連結

会計年度　

全社費用又は全社資産 27 27 43 4

合計 27 27 43 4

３　セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。　
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【関連情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円）　

　
砂糖その他

食品事業

健康産業

事業
その他 合計

外部顧客への売上高 　38,972 　1,964 　3,407 　44,344

　　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　

　　

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。　

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるも　　

のがないため、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

　（単位：百万円）

　
砂糖その他

食品事業　

健康産業

事業　
その他 全社・消去 合計

　減損損失 　－ 47 － － 47

　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。　

　

(追加情報）　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）

および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21

日）を適用しております。　
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所

有)割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

関連会社 
新東日本

製糖㈱

千葉市

美浜区
6,174

精製糖等

の製造

(所有)

直接　50

当社製品

の製造

役員の

兼任６名

　

精製糖等の製造

委託(注１)
4,613

支払手形及

び買掛金
384

債務保証(注２) 1,596― －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

(１) 精製糖等の製造委託料については、当社製品の市場価格から算定した価格、および新東日本製糖㈱か

ら提示された総原価を検討の上、決定しております。

(２) 新東日本製糖㈱の銀行借入(2,125百万円(期限７年)、1,068百万円(期限９年))につき債務保証を

行っております。  

  

２．重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社である新東日本製糖㈱を含む、すべての持分法適用関連会社（３社）

の要約財務情報は以下のとおりであります。　

流動資産合計 4,967百万円

固定資産合計 　22,311　

　 　 　
流動負債合計 2,753　

固定負債合計 　8,263　
　 　 　
純資産合計 16,261　
　 　 　
売上高 10,304　
税金等調整前当期純利益 　 736　
当期純利益 　 439　

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

 

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所

有)割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

関連会社 
新東日本

製糖㈱

千葉市

美浜区
6,174

精製糖等

の製造

(所有)

直接　50

当社製品

の製造

役員の

兼任６名

　

精製糖等の製造

委託
4,769

支払手形及

び買掛金
396

債務保証 1,198― －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

(１) 精製糖等の製造委託料については、当社製品の市場価格から算定した価格、および新東日本製糖㈱か

ら提示された総原価を検討の上、決定しております。

(２) 新東日本製糖㈱の銀行借入(1,795百万円(期限６年)、602百万円(期限８年))につき債務保証を行っ

ております。なお、保証料は受領しておりません。  
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２．重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社である新東日本製糖㈱を含む、すべての持分法適用関連会社（３社）

の要約財務情報は以下のとおりであります。　

流動資産合計 5,368百万円

固定資産合計 　21,604　

　 　 　
流動負債合計 2,848　

固定負債合計 7,236　
　 　 　
純資産合計 16,887　
　 　 　
売上高 10,443　
税金等調整前当期純利益 　 585　
当期純利益 　 201　

　

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 559.15円

１株当たり当期純利益金額 22.75円

１株当たり純資産額 575.75円

１株当たり当期純利益金額 28.14円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当期純利益 (百万円) 1,141 1,393

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,141 1,393

普通株式の期中平均株式数 (千株) 50,149 49,522

　

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。　　

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（経営統合に関する覚書の締結）

　当社と新光製糖株式会社（以下「新光製糖」といいます。）は、平成23年10月３日（予定）をもって、共同株式移

転の方法により両社の完全親会社となる日新製糖ホールディングス株式会社（以下「共同持株会社」といいま

す。）を設立（以下「本株式移転」といいます。）することについて、平成23年５月12日に開催したそれぞれの取締

役会において決議し、本株式移転に関する「株式移転計画書」を共同で作成するとともに、両社間で「経営統合に

関する覚書」を締結いたしました。

なお、本件につきましては、平成23年６月28日（当社）および平成23年６月23日（新光製糖）開催の両社の定時

株主総会においてそれぞれ承認を受けております。
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（1）本株式移転による経営統合の背景と目的

当社および新光製糖の主力事業である精糖事業においては、わが国によるＷＴＯ（世界貿易機関）における

農業交渉、ＦＴＡ（自由貿易協定）・ＥＰＡ（経済連携協定）締結交渉あるいはＴＰＰ（環太平洋パートナー

シップ協定）参加協議など、精糖業界をめぐる国境措置低減の動き、ならびにわが国の少子高齢化や甘味離れに

よる国内砂糖需要の漸減といった国内精糖事業に関する経営環境の変化が予測されております。

一方、海外では人口の増加に加え、新興国の経済発展による食生活の変化から、アジアを中心とした砂糖需要

は伸び続けており、今後、海外市場での展開が求められる環境になりつつあります。

また、当社および新光製糖は、平成15年４月に業務提携基本契約書を締結し、両社の生産設備および販売網を

相互に活用する取り組みを行ってまいりました。　

こうした状況の下、今後のコスト、販売および品質競争を勝ち抜き、将来のグローバル市場における発展に繋

げられるよう両社で十分な協議を進めてまいりました。その結果、国内の企業基盤を強化し、両社の経営資源を

一体的に活用することで一層の企業価値向上を図ることを目的に、両社の従来の業務提携関係を発展させ、共同

持株会社設立による経営統合を行うことを決定いたしました。

　

（2）本株式移転の要旨

①株式移転の方法

当社と新光製糖は、平成23年10月３日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる

共同持株会社を設立し、両社の発行済株式の全部を新たに設立する共同持株会社に取得させるとともに、当社お

よび新光製糖の株主に対し、共同持株会社が本株式移転に際して発行する新株式を割り当てる予定であります。

　

②株式移転に係る割当ての内容

　本株式移転に際して両社の株式に割り当てられる共同持株会社の普通株式数の比率は、以下のとおりでありま

す。

会社名 当社 新光製糖

株式移転比率（注１参照） 1 2.27

（注）１　株式の割当比率

当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式0.1株を、新光製糖の普通株式１株に対して共同

持株会社の普通株式0.227株をそれぞれ割当て交付いたします。なお、共同持株会社の単元株式数は、100

株とする予定であります。 

　本株式移転により、当社または新光製糖の株主に交付する共同持株会社の普通株式の数に１株に満たな

い端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない

端数部分に応じた金額をお支払いいたします。 

ただし、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、上記株式移転比率は両社協議のう

え、変更することがあります。

２　共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）

普通株式　　　7,558,540株

上記は当社の発行済株式総数50,387,948株（平成23年３月31日時点）および新光製糖の発行済株式総

数11,522,000株（平成23年３月31日時点）に基づいて記載しております。ただし、当社および新光製糖

は、本株式移転効力発生時点の直前時（以下「基準時」といいます。）までに、それぞれが保有する自己

株式のうち、実務上可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、平成23年３月31日時点で両社

の保有する自己株式（当社については869,180株、新光製糖については38,900株）は、上記の算出におい

て、新株式交付の対象から除外しております。なお、両社は、平成23年３月31日以降、基準時までに取得し

た自己株式についても実務上可能な範囲で消却することを予定しているため、実際に共同持株会社が交

付する新株式数は変動することがあります。
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③本株式移転の日程

株主総会基準日（両社） 　 平成23年 ３月31日（木）

株式移転計画および覚書締結承認取締役会（両社） 　 平成23年 ５月12日（木）

株式移転計画作成および覚書締結（両社） 　 平成23年 ５月12日（木）

株式移転計画承認定時株主総会（新光製糖） 　 平成23年 ６月23日（木）

株式移転計画承認定時株主総会（当社） 　 平成23年 ６月28日（火）

東京証券取引所上場廃止日（当社） 　 平成23年 ９月28日（水） （予定）

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

上場廃止日（新光製糖）
　 平成23年 ９月28日（水） （予定）

共同持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 　 平成23年 10月３日（月） （予定）

共同持株会社株式上場日 　 平成23年 10月３日（月） （予定）

ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況等が生じた場合には、両社協議のうえ、日程を変更する場

合があります。

　

（3）本株式移転により新たに設立する会社の状況

(１) 商号
日新製糖ホールディングス株式会社

（英文名：Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.）

(２) 事業内容
砂糖の精製・販売等を行う子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連す

る業務

(３) 本店所在地 東京都中央区日本橋小網町14番１号

(４) 代表者の就任予定
代表取締役会長  竹場紀生　現：日新製糖株式会社代表取締役会長

代表取締役社長  樋口洋一　現：新光製糖株式会社代表取締役社長

(５) 資本金 7,000百万円

(６) 純資産（連結） 未定

(７) 総資産（連結） 未定

(８) 事業年度の末日 ３月31日

(９) 会計処理の概要

本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス

法を適用することが見込まれています。これに伴い、共同持株会社の連結決算に

おいて「負ののれん」の計上が見込まれますが、現時点では金額等を見積もる

ことができないため、金額等については確定次第お知らせいたします。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,100 1,100 0.98 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 100 75 2.10 ―

１年以内に返済予定のリース債務 70 81 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定

のものを除く。)
75 ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定

のものを除く。)
272 246 ―

平成24年４月～

平成31年１月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 1,617 1,502 ― ―

　（注) １　平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 73 57 47 42

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の

100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。

　

（２）【その他】

 当連結会計年度における四半期情報

 
第１四半期

自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

第２四半期
自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日

第３四半期
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

第４四半期
自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日

売上高(百万円) 10,791 10,948 12,563 10,041

税金等調整前四半期純利

益金額(百万円)
473 797 960 190

四半期純利益金額

(百万円)
231 459 593 109

１株当たり

四半期純利益金額(円)
4.67 9.28 11.98 2.22
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 590 889

売掛金 ※1
 1,134

※1
 1,661

有価証券 4,150 4,550

商品及び製品 12 12

仕掛品 149 258

原材料及び貯蔵品 943 1,468

前払費用 83 78

繰延税金資産 124 131

関係会社短期貸付金 2,775 1,810

その他 90 85

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 10,053 10,945

固定資産

有形固定資産

建物 ※2
 3,078

※2
 3,119

減価償却累計額 △1,332 △1,473

建物（純額） ※2
 1,746

※2
 1,645

構築物 503 503

減価償却累計額 △396 △404

構築物（純額） 106 99

機械及び装置 839 851

減価償却累計額 △571 △621

機械及び装置（純額） 268 229

車両運搬具 52 57

減価償却累計額 △37 △47

車両運搬具（純額） 15 9

工具、器具及び備品 518 515

減価償却累計額 △432 △464

工具、器具及び備品（純額） 86 50

土地 ※2, ※3
 5,709

※2, ※3
 5,722

リース資産 168 142

減価償却累計額 △32 △64

リース資産（純額） 135 77

建設仮勘定 4 －

有形固定資産合計 8,072 7,835

無形固定資産

ソフトウエア 27 28

その他 45 91

無形固定資産合計 72 119
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※4
 1,680

※4
 1,506

関係会社株式 12,100 12,101

出資金 1 1

関係会社長期貸付金 1,653 1,617

繰延税金資産 32 107

長期差入保証金 638 606

その他 270 223

貸倒引当金 △491 △495

投資その他の資産合計 15,885 15,668

固定資産合計 24,030 23,623

資産合計 34,084 34,568

負債の部

流動負債

買掛金 ※1
 2,060

※1
 2,182

短期借入金 1,100 1,100

リース債務 33 33

未払金 78 100

未払費用 171 185

未払法人税等 563 506

前受金 68 67

預り金 12 12

賞与引当金 117 127

災害損失引当金 － 7

その他 ※2
 283

※2
 159

流動負債合計 4,489 4,484

固定負債

長期借入金 ※2
 75 －

リース債務 108 74

役員退職慰労引当金 249 281

資産除去債務 － 37

再評価に係る繰延税金負債 1,433 1,433

その他 280 261

固定負債合計 2,146 2,088

負債合計 6,636 6,572
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,004 7,004

資本剰余金

資本準備金 1,751 1,751

その他資本剰余金 5,967 5,967

資本剰余金合計 7,718 7,718

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 8,400 8,400

繰越利益剰余金 2,816 3,457

利益剰余金合計 11,216 11,857

自己株式 △192 △194

株主資本合計 25,747 26,386

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31 △60

繰延ヘッジ損益 25 26

土地再評価差額金 ※3
 1,643

※3
 1,643

評価・換算差額等合計 1,701 1,609

純資産合計 27,448 27,995

負債純資産合計 34,084 34,568
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 ※1
 27,664

※1
 28,204

ドゥ・スポーツプラザ営業収入 ※1
 1,580

※1
 1,680

不動産賃貸収入 ※1
 368

※1
 369

売上高合計 29,614 30,253

売上原価

商品及び製品売上原価

商品及び製品期首たな卸高 － 12

当期商品及び製品仕入高 8,860 9,219

当期製品製造原価 15,065 15,394

合計 23,926 24,627

商品及び製品期末たな卸高 12 12

商品及び製品売上原価 23,913 24,615

ドゥ・スポーツプラザ売上原価 ※2
 1,419

※2
 1,443

不動産賃貸原価 ※3
 201

※3
 189

売上原価合計 ※1
 25,535

※1
 26,247

売上総利益 4,078 4,006

販売費及び一般管理費 ※1, ※4, ※5
 2,113

※1, ※4, ※5
 2,124

営業利益 1,965 1,881

営業外収益

受取利息 ※1
 73

※1
 53

受取配当金 ※1
 135

※1
 132

その他 29 24

営業外収益合計 237 210

営業外費用

支払利息 ※1
 32

※1
 20

その他 30 17

営業外費用合計 63 38

経常利益 2,139 2,053

特別損失

固定資産除却損 ※6
 10

※6
 1

減損損失 － ※7
 47

投資有価証券評価損 － 60

ゴルフ会員権評価損 － 27

関係会社貸倒引当金繰入額 341 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51

災害損失 － 30

特別損失合計 351 222

税引前当期純利益 1,788 1,831

法人税、住民税及び事業税 639 804

法人税等調整額 200 △59

法人税等合計 839 745

当期純利益 948 1,086
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費  10,419 69.2 10,718 69.1
Ⅱ　経費 ※２ 4,632 30.8 4,784 30.9
当期総製造費用  15,051100.0 15,503100.0
期首仕掛品たな卸高  164     149     

合計  15,216     15,653     
期末仕掛品たな卸高  149     258     
他勘定振替高 　 0     0     
当期製品製造原価  15,065     15,394     

　（注) １　原価計算における原価の算定は製品等級別等価比率による総合原価計算によっております。

※２　経費のうち主なものは次のとおりであります。

前事業年度 外注加工費 4,615百万円

当事業年度 外注加工費 4,771百万円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,004 7,004

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,004 7,004

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,751 1,751

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,751 1,751

その他資本剰余金

前期末残高 5,967 5,967

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,967 5,967

資本剰余金合計

前期末残高 7,718 7,718

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,718 7,718

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 8,400 8,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,400 8,400

繰越利益剰余金

前期末残高 2,169 2,816

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 948 1,086

当期変動額合計 647 640

当期末残高 2,816 3,457

利益剰余金合計

前期末残高 10,569 11,216

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 948 1,086

当期変動額合計 647 640

当期末残高 11,216 11,857
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

自己株式

前期末残高 △32 △192

当期変動額

自己株式の取得 △160 △1

当期変動額合計 △160 △1

当期末残高 △192 △194

株主資本合計

前期末残高 25,260 25,747

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 948 1,086

自己株式の取得 △160 △1

当期変動額合計 486 639

当期末残高 25,747 26,386

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △76 31

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

108 △92

当期変動額合計 108 △92

当期末残高 31 △60

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1 25

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

24 0

当期変動額合計 24 0

当期末残高 25 26

土地再評価差額金

前期末残高 1,643 1,643

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,643 1,643

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,567 1,701

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

133 △91

当期変動額合計 133 △91

当期末残高 1,701 1,609
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 26,828 27,448

当期変動額

剰余金の配当 △301 △445

当期純利益 948 1,086

自己株式の取得 △160 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133 △91

当期変動額合計 619 547

当期末残高 27,448 27,995

EDINET提出書類

日新製糖株式会社(E00358)

有価証券報告書

72/95



【重要な会計方針】

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　有価証券の評価基準および評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法

１　有価証券の評価基準および評価方法

(1) 満期保有目的の債券

前事業年度に同じであります。

(2) 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 子会社株式および関連会社株式

前事業年度に同じであります。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

(3) その他有価証券

時価のあるもの

前事業年度に同じであります。

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

前事業年度に同じであります。

２　デリバティブ取引の評価基準および評価方法

時価法

２　デリバティブ取引の評価基準および評価方法

前事業年度に同じであります。

３　たな卸資産の評価基準および評価方法

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定)

３　たな卸資産の評価基準および評価方法

前事業年度に同じであります。

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)については、定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　５～50年

機械及び装置　　　　　　　　　　５～17年

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

前事業年度に同じであります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

前事業年度に同じであります。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リー

ス取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の

リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) リース資産

前事業年度に同じであります。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

前事業年度に同じであります。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

前事業年度に同じであります。
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前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

────── (3) 災害損失引当金

東日本大震災に伴う復旧費用等の支出に備えるた

め、当事業年度末における見積もり額を計上してお

ります。　

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、会計基準変更時差異(339百

万円(退職給付制度一部終了分控除後))については、

10年による按分額を費用処理しております。数理計

算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、

翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、事業年度末における年金資産が、退職給付債務

から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場

合には、前払年金費用として投資その他の資産の

「その他」に計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により、翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

なお、事業年度末における年金資産が、退職給付債務

から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場

合には、前払年金費用として投資その他の資産の

「その他」に計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、規定に基づ

く期末要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

前事業年度に同じであります。

６　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

６　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

前事業年度に同じであります。

７　ヘッジ会計の方法

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約

等が付されている外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。

７　ヘッジ会計の方法

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

前事業年度に同じであります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

商品先物取引  粗糖仕入

為替予約取引  外貨建金銭債権債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

前事業年度に同じであります。

(3) ヘッジ方針

社内の業務分掌規程に基づき、粗糖相場の変動およ

び為替相場の変動によるリスクをヘッジしておりま

す。なお、粗糖相場の変動リスクに対するヘッジ取引

については、取締役会規程の内規において、取引権限

の限度等を定めております。

(3) ヘッジ方針

前事業年度に同じであります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変

動の累計を比較し、比率分析を行うことにより判定

しております。また、実需予測に対するヘッジについ

ては、予測と実績に大きな乖離がないことを事後的

に確認しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

前事業年度に同じであります。

８　消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

８　消費税等の会計処理方法

前事業年度に同じであります。
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【会計処理の変更】

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月31

日）を適用しております。なお、これによる営業利益、経常

利益および税引前当期純利益に与える影響はありません。　

──────

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）　

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しておりま

す。

　これにより、当事業年度の営業利益および経常利益は、そ

れぞれ11百万円減少し、税引前当期純利益は64百万円減少

しております。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

(貸借対照表) 　

１　前事業年度まで「未払費用」に含めて表示しておりま

した製造委託料等に係る債務（前事業年度末残高699

百万円）は、当事業年度より「買掛金」に含めて表示

することにいたしました。なお、当事業年度末の「買掛

金」に含まれる当該債務は、384百万円であります。　

──────

２　前事業年度まで区分掲記しておりました「１年内返済

予定の長期借入金」（当事業年度末残高100百万円）

は、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるた

め、流動負債の「その他」に含めて表示することにい

たしました。　

──────

３　前事業年度まで区分掲記しておりました「未払消費税

等」（当事業年度末残高183百万円）は、負債及び純資

産の合計額の100分の１以下であるため、流動負債の

「その他」に含めて表示することにいたしました。　

──────

【追加情報】

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当社は、平成21年10月１日付で退職年金制度の改正を行い、

従来の税制適格退職年金制度から確定給付企業年金制度に

移行しております。この制度変更による影響は軽微であり

ます。　

──────
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

※１　関係会社項目

関係会社に対する主な資産および負債には区分掲記

されたもののほか、下記のものがあります。

※１　関係会社項目

関係会社に対する主な資産および負債には区分掲記

されたもののほか、下記のものがあります。

区分 科目
金額
(百万円)

資産 売掛金 883
負債 買掛金 890

区分 科目
金額
(百万円)

資産 売掛金 1,084
負債 買掛金 884

※２　担保資産および担保付債務 ※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産の額(帳簿価額) 担保に供している資産の額(帳簿価額)

建物 201百万円

土地 975

計 1,176

建物 197百万円

土地 975

計 1,172

上記に対応する債務 上記に対応する債務

流動負債　その他 100百万円

長期借入金 75

計 175

流動負債　その他 75百万円

計 75

※３　土地再評価

土地の再評価に関する法律に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。

※３　土地再評価

土地の再評価に関する法律に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号に

定める方法により算出

再評価を行った年月日　　平成11年３月31日

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号に

定める方法により算出

再評価を行った年月日　　平成11年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　　　　 △2,707百万円

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　　　　 △2,886百万円

※４　差入有価証券

投資有価証券のうち営業保証金に11百万円、商品市

場取引委託証拠金に69百万円を差入れております。

※４　差入有価証券

投資有価証券のうち営業保証金に11百万円を差入れ

ております。

５　偶発債務

下記の関係会社等の債務に対し保証を行っておりま

す。

５　偶発債務

下記の関係会社等の債務に対し保証を行っておりま

す。

(1) 商品仕入代金に対する保証 (1) 商品仕入代金に対する保証

日新カップ㈱ 370百万円

日新サービス㈱ 90

日新カップ㈱ 245百万円

日新サービス㈱ 50

(2) 金融機関借入金に対する保証 (2) 金融機関借入金に対する保証

新東日本製糖㈱　 (注) 1,596百万円

(注)総額3,193百万円のうち、当社保証額であり

ます。

新東日本製糖㈱　 (注) 1,198百万円

(注)総額2,397百万円のうち、当社保証額であり

ます。
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前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三井

住友銀行および㈱みずほコーポレート銀行とコミッ

トメントライン契約を締結しております。

６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三井

住友銀行および㈱みずほコーポレート銀行とコミッ

トメントライン契約を締結しております。

コミットメントの総額 2,000百万円

借 入 実 行 残 高 ―

差　　引　　額 2,000

コミットメントの総額 2,000百万円

借 入 実 行 残 高 ―

差　　引　　額 2,000

（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　関係会社項目

区分掲記されたものを除き、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

※１　関係会社項目

区分掲記されたものを除き、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

区分 科目
金額
(百万円)

売上高

商品及び製品売上高 26,447
ドゥ・スポーツ
プラザ営業収入

6

不動産賃貸収入 359

営業外収益
受取利息 67
受取配当金 108

営業外費用 支払利息 6

上記のほか、売上原価、販売費及び一般管理費に、関

係会社との取引による金額が合計8,443百万円含ま

れております。

区分 科目
金額
(百万円)

売上高

商品及び製品売上高 26,717
ドゥ・スポーツ
プラザ営業収入

1

不動産賃貸収入 359

営業外収益
受取利息 53
受取配当金 100

営業外費用 支払利息 6

上記のほか、売上原価、販売費及び一般管理費に、関

係会社との取引による金額が合計8,725百万円含ま

れております。

※２　ドゥ・スポーツプラザ売上原価の内訳 ※２　ドゥ・スポーツプラザ売上原価の内訳

商品売上原価等 29百万円

人件費 487

減価償却費 107

水道光熱費 156

用品・消耗備品費 43

外注費 166

賃借料 412

その他 16

計 1,419

商品売上原価等 118百万円

人件費 391

減価償却費 109

水道光熱費 162

用品・消耗備品費 27

外注費 209

賃借料 407

その他 17

計 1,443

※３　不動産賃貸原価の内訳 ※３　不動産賃貸原価の内訳

減価償却費 134百万円

租税公課 50

その他 16

計 201

減価償却費 119百万円

租税公課 50

その他 19

計 189

 

EDINET提出書類

日新製糖株式会社(E00358)

有価証券報告書

77/95



前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※４　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額 ※４　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額

役員報酬 230百万円

従業員給料 552

賞与金 111

賞与引当金繰入額 103

退職給付費用 206

役員退職慰労引当金繰入額 32

法定福利費 116

減価償却費 44

賃借料 124

販売費に属する費用のおおよその割合は11％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

89％であります。

役員報酬 237百万円

従業員給料 525

賞与金 139

賞与引当金繰入額 113

退職給付費用 146

役員退職慰労引当金繰入額 32

法定福利費 123

減価償却費 47

賃借料 121

販売費に属する費用のおおよその割合は11％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は89

％であります。

※５　一般管理費に含まれる研究開発費 70百万円 ※５　一般管理費に含まれる研究開発費 85百万円

※６　固定資産除却損の内訳 ※６　固定資産除却損の内訳

建物 8百万円

構築物 0

その他 1

計 10

建物 0百万円

構築物 0

その他 0

計 1

なお、固定資産除却損は撤去費用を含んでおりま

す。　

　７                ──────

なお、固定資産除却損は撤去費用を含んでおりま

す。　

※７　減損損失　

当事業年度において、以下の資産グループは、周辺

地域における競合店の出店等の影響から、将来にわ

たる収益性の低下を認識し、減損損失を計上しまし

た。　

場所　 用途 種類　
金額
(百万円)

東京都
江東区

スポーツ
クラブ店舗

 リース資産  25

 その他  21

 （計）  47

当社は、減損会計の適用にあたり、事業セグメント

を基準に資産のグルーピングを行っております。た

だし、賃貸資産、スポーツクラブ店舗および遊休資

産など、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

すと認められるものについては、個別のグルーピン

グを行っております。

当該スポーツクラブ店舗の回収可能価額は、使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローに

基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額

は零と算定しております。なお、割引率については、

将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、算

定は行っておりません。　
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式　(株) 121,830 741,251 ― 863,081

　　　　（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　5,251株

取締役会決議による自己株式の取得による増加　　736,000株

当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式　(株) 863,081 6,099 ― 869,180

　　　　（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　6,099株

　

（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

   前事業年度に同じであります。

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

未経過リース料

１年内 382百万円

１年超 4,049

合計 4,432

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

未経過リース料

１年内 382百万円

１年超 3,671

合計 4,053

（有価証券関係）

前事業年度(平成22年３月31日)

　子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式3,071百万円、関連会社株式9,018百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

当事業年度(平成23年３月31日)

　子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式3,071百万円、関連会社株式9,018百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金 200百万円

投資有価証券等評価損 113

役員退職慰労引当金 101

賞与引当金 47

その他 125

繰延税金資産小計 589

評価性引当額 △380

繰延税金資産合計 208

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金　 △21

繰延ヘッジ利益 △17

その他　 △12

繰延税金負債合計 △52

繰延税金資産の純額 156

繰延税金資産  

貸倒引当金 202百万円

投資有価証券等評価損 137

役員退職慰労引当金 114

賞与引当金 51

未払事業税 44

その他 141

繰延税金資産小計 691

評価性引当額 △416

繰延税金資産合計 275

繰延税金負債 　

繰延ヘッジ利益 △18

その他　 △19

繰延税金負債合計 △37

繰延税金資産の純額 238

なお、上記のほか、土地再評価差額金に係る繰延税金資

産が84百万円あり、全額に評価性引当額を計上してお

ります。また、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が

1,433百万円あります。

 

なお、上記のほか、土地再評価差額金に係る繰延税金資

産が84百万円あり、全額に評価性引当額を計上してお

ります。また、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が

1,433百万円あります。

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整) 　

評価性引当額の増減 8.2

受取配当金等永久に

益金に算入されない項目
△2.7

その他 0.7

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
46.9

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。
 

　

（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年３月31日）

　資産除去債務の金額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 554.23円

１株当たり当期純利益金額 18.92円

１株当たり純資産額 565.36円

１株当たり当期純利益金額 21.94円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当期純利益　(百万円) 948 1,086

普通株主に帰属しない金額　(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益　(百万円) 948 1,086

普通株式の期中平均株式数　(千株) 50,149 49,522

（重要な後発事象）

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

（経営統合に関する覚書の締結）

　当社と新光製糖株式会社（以下「新光製糖」といいます。）は、平成23年10月３日（予定）をもって、共同株式移

転の方法により両社の完全親会社となる日新製糖ホールディングス株式会社（以下「共同持株会社」といいま

す。）を設立（以下「本株式移転」といいます。）することについて、平成23年５月12日に開催したそれぞれの取締

役会において決議し、本株式移転に関する「株式移転計画書」を共同で作成するとともに、両社間で「経営統合に

関する覚書」を締結いたしました。

なお、本件につきましては、平成23年６月28日（当社）および平成23年６月23日（新光製糖）開催の両社の定時

株主総会においてそれぞれ承認を受けております。

　

（1）本株式移転による経営統合の背景と目的

当社および新光製糖の主力事業である精糖事業においては、わが国によるＷＴＯ（世界貿易機関）における農

業交渉、ＦＴＡ（自由貿易協定）・ＥＰＡ（経済連携協定）締結交渉あるいはＴＰＰ（環太平洋パートナーシッ

プ協定）参加協議など、精糖業界をめぐる国境措置低減の動き、ならびにわが国の少子高齢化や甘味離れによる国

内砂糖需要の漸減といった国内精糖事業に関する経営環境の変化が予測されております。

一方、海外では人口の増加に加え、新興国の経済発展による食生活の変化から、アジアを中心とした砂糖需要は

伸び続けており、今後、海外市場での展開が求められる環境になりつつあります。

また、当社および新光製糖は、平成15年４月に業務提携基本契約書を締結し、両社の生産設備および販売網を相

互に活用する取り組みを行ってまいりました。　

こうした状況の下、今後のコスト、販売および品質競争を勝ち抜き、将来のグローバル市場における発展に繋げ

られるよう両社で十分な協議を進めてまいりました。その結果、国内の企業基盤を強化し、両社の経営資源を一体

的に活用することで一層の企業価値向上を図ることを目的に、両社の従来の業務提携関係を発展させ、共同持株会

社設立による経営統合を行うことを決定いたしました。
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（2）本株式移転の要旨

①株式移転の方法

当社と新光製糖は、平成23年10月３日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共

同持株会社を設立し、両社の発行済株式の全部を新たに設立する共同持株会社に取得させるとともに、当社および

新光製糖の株主に対し、共同持株会社が本株式移転に際して発行する新株式を割り当てる予定であります。

　

②株式移転に係る割当ての内容

本株式移転に際して両社の株式に割り当てられる共同持株会社の普通株式数の比率は、以下のとおりでありま

す。

会社名 当社 新光製糖

株式移転比率（注１参照） 1 2.27

（注）１　株式の割当比率

当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式0.1株を、新光製糖の普通株式１株に対して共同

持株会社の普通株式0.227株をそれぞれ割当て交付いたします。なお、共同持株会社の単元株式数は、100

株とする予定であります。 

　本株式移転により、当社または新光製糖の株主に交付する共同持株会社の普通株式の数に１株に満たな

い端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない

端数部分に応じた金額をお支払いいたします。 

ただし、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、上記株式移転比率は両社協議のう

え、変更することがあります。

２　共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）

普通株式　　　7,558,540株

上記は当社の発行済株式総数50,387,948株（平成23年３月31日時点）および新光製糖の発行済株式総

数11,522,000株（平成23年３月31日時点）に基づいて記載しております。ただし、当社および新光製糖

は、本株式移転効力発生時点の直前時（以下「基準時」といいます。）までに、それぞれが保有する自己

株式のうち、実務上可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、平成23年３月31日時点で両社

の保有する自己株式（当社については869,180株、新光製糖については38,900株）は、上記の算出におい

て、新株式交付の対象から除外しております。なお、両社は、平成23年３月31日以降、基準時までに取得し

た自己株式についても実務上可能な範囲で消却することを予定しているため、実際に共同持株会社が交

付する新株式数は変動することがあります。

③本株式移転の日程

株主総会基準日（両社） 　 平成23年 ３月31日（木）

株式移転計画および覚書締結承認取締役会（両社） 　 平成23年 ５月12日（木）

株式移転計画作成および覚書締結（両社） 　 平成23年 ５月12日（木）

株式移転計画承認定時株主総会（新光製糖） 　 平成23年 ６月23日（木）

株式移転計画承認定時株主総会（当社） 　 平成23年 ６月28日（火）

東京証券取引所上場廃止日（当社） 　 平成23年 ９月28日（水） （予定）

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

上場廃止日（新光製糖）
　 平成23年 ９月28日（水） （予定）

共同持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 　 平成23年 10月３日（月） （予定）

共同持株会社株式上場日 　 平成23年 10月３日（月） （予定）

ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況等が生じた場合には、両社協議のうえ、日程を変更する場合

があります。
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（3）本株式移転により新たに設立する会社の状況

(１) 商号
日新製糖ホールディングス株式会社

（英文名：Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.）

(２) 事業内容
砂糖の精製・販売等を行う子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する

業務

(３) 本店所在地 東京都中央区日本橋小網町14番１号

(４) 代表者の就任予定
代表取締役会長  竹場紀生　現：日新製糖株式会社代表取締役会長

代表取締役社長  樋口洋一　現：新光製糖株式会社代表取締役社長

(５) 資本金 7,000百万円

(６) 純資産（連結） 未定

(７) 総資産（連結） 未定

(８) 事業年度の末日 ３月31日

(９) 会計処理の概要

本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法

を適用することが見込まれています。これに伴い、共同持株会社の連結決算におい

て「負ののれん」の計上が見込まれますが、現時点では金額等を見積もることが

できないため、金額等については確定次第お知らせいたします。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

[投資有価証券]         

(その他有価証券)         

むさし証券㈱ 680,540 348

新光製糖㈱ 730,000 316

ブルドックソース㈱ 1,327,288 225

㈱ヤクルト本社   84,164.013 178

住友信託銀行㈱ 320,000 137

㈱みずほフィナンシャルグループ

第十一回第十一種優先株式
100,000 42

ユアサ・フナショク㈱ 206,000 41

㈱岡三証券グループ 57,000 18

みずほインベスターズ証券㈱ 198,000 15

三井物産㈱ 10,000 14

その他　 43銘柄 2,698,294.380 155

計 6,411,286.393 1,494

　

　

【債券】

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

[有価証券] 　 　

(満期保有目的の債券) 　 　

千葉県昭和54年度公債

第９回二号　
0　 0　

譲渡性預金（３銘柄） 4,550 4,550

小計 4,550 4,550

[投資有価証券] 　 　

(満期保有目的の債券) 　 　

千葉県昭和54年度公債

第９回二号
0 0

第80回　利付国債 11 11

小計 11 11

計 4,562 4,562
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産        

建物 ― ― ― 3,119 1,473 116 1,645

構築物 ― ― ― 503 404 9 99

機械及び装置 ― ― ― 851 621 50 229

車両運搬具 ― ― ― 57 47 10 9

工具、器具及び備品 ― ― ― 515 464 38 50

土地 ― ― ― 5,722 ― ― 5,722

リース資産 ― ― ― 142 64 32 77

建設仮勘定 ― ― ― ― ― ― ―

有形固定資産計 ― ― ― 10,9113,076 258 7,835

無形固定資産 　 　 　         　     

ソフトウエア ― ― ― 61 33 11 28

その他 ― ― ― 129 37 5 91

無形固定資産計 ― ― ― 190 71 16 119

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

　（注）１　有形固定資産の当該事業年度における増加額および減少額がいずれも当該事業年度末における有形固定資産

の総額の５％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略してお

ります。

　　　　２　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減　　　

少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 493 4 1 0 496

賞与引当金 117 127 117 － 127

災害損失引当金 － 7 － － 7

役員退職慰労引当金 249 32 － － 281

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、前期末の貸倒懸念債権の回収不能見込額のうち、当期に回収され

た額であります。 　

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産　

　イ　現金及び預金

区分 金額(百万円)

現金 8

預金     

当座預金 2

普通預金  16

通知預金    863

小計   881

合計 889

　ロ　売掛金

　　相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

日新カップ㈱ 1,084

新光製糖㈱ 247

山口製糖㈱ 145

王子製糖㈱ 142

東京都荒川区　 12

その他   29

合計 1,661
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　　売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

前期繰越高
(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

1,134 31,349 30,822 1,661 94.9 16.3

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　商品及び製品

品目 金額(百万円)

商品及び製品 砂糖その他食品 12

合計 12

ニ　仕掛品

品目 金額(百万円)

仕掛品 糖液等 258

合計 258

ホ　原材料及び貯蔵品

区分 金額(百万円)

原料 原糖 1,460

貯蔵品 機械部品等 7

合計 1,468

ヘ　関係会社短期貸付金

区分 金額(百万円)

日新カップ㈱  1,810

合計    1,810
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②固定資産　

　関係会社株式

区分 金額(百万円)

(子会社株式)     

ニューポート産業㈱  1,102

新豊食品㈱  900

日新カップ㈱   865

その他 204

(関連会社株式)     

新東日本製糖㈱  8,315

日本ポート産業㈱  520

その他 183

(その他の関係会社株式)         

住友商事㈱ 11

合計    12,101

③流動負債　

　買掛金

相手先 金額(百万円)

丸紅㈱ 791

新東日本製糖㈱ 396

新豊食品㈱ 340

ダニスコジャパン㈱ 112

大東糖業㈱ 107

その他 434

合計 2,182

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所   （特別口座）

 　 東京都中央区八重洲二丁目３番１号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 　（特別口座）

 　 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号　住友信託銀行株式会社

取次所     ──────

買取手数料
東京証券取引所の定める１単元あたりの売買委託手数料額を

買取った単元未満株式数で按分した額

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

    事業年度(第83期)　(自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日) 平成22年６月25日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書およびその添付書類

　　平成22年６月25日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書および確認書

    (第84期第１四半期)　(自 平成22年４月１日　至 平成22年６月30日) 平成22年８月12日関東財務局長に提出 

    (第84期第２四半期)　(自 平成22年７月１日　至 平成22年９月30日) 平成22年11月11日関東財務局長に提出

    (第84期第３四半期)　(自 平成22年10月１日　至 平成22年12月31日) 平成23年２月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成22年６月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨　　　時報告書であります。

平成23年５月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３（株式移転が行われることが、提出会社の業務執行

を決定する機関により決定された場合）に基づく臨時報告書であります。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 平成22年６月25日

日新製糖株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 今井　靖容　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田村　保広　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田中　宏和　　㊞

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
日新製糖株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ
た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新製糖
株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日新製糖株式会社の平成22年３月
31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成
する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま
た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、日新製糖株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

　※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 平成23年６月28日

日新製糖株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 今井　靖容　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田村　保広　　㊞

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
日新製糖株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表
について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に
対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新製糖
株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報　
　重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成23年５月12日に取締役会において、新光製糖株式会社と共同株式移転
の方法により共同持株会社を設立することについて、経営統合に関する覚書を締結することを決議した。　
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日新製糖株式会社の平成23年３月
31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成
する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま
た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、日新製糖株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

　※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 平成22年６月25日

日新製糖株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 今井　靖容　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田村　保広　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田中　宏和　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日新製糖株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第83期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新製糖株式

会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 平成23年６月28日

日新製糖株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 今井　靖容　　㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田村　保広　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日新製糖株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第84期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新製糖株式

会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

　

追記情報　

　重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成23年５月12日に取締役会において、新光製糖株式会社と共同株式移転

の方法により共同持株会社を設立することについて、経営統合に関する覚書を締結することを決議した。　

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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